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1　問題意識と本研究の目的
（1）配偶者虐待の動向と防止に向けた取り組み
配偶者への暴力については、わが国においては
“Domestic violence”、いわゆる「DV」と呼ばれ、
ときには、それが「夫婦間暴力」、あるいは「配偶
者虐待」と称されることもある。加害者が夫、被
害者が妻となることがほとんどであるが、その逆
も最近では見られるようになった。そして、「デー
ト DV」などのように、婚姻している夫婦間にとど
まらず、交際中の恋愛カップル間においても同様
の暴力が生じることも珍しくなく、現在は離婚し
ているが以前は婚姻関係にあった男女間、あるい

は内縁関係にある、もしくは内縁関係にあった男
女間までも含めた暴力として定義できる。
そして、本研究でいうところの「配偶者虐待」と
は、上記の男女間で生じた身体的暴力を初めとし、
性的な虐待や経済的虐待、心理的虐待および放任
や遺棄といったネグレクトを含んだ虐待を総称す
るものとした。
ところで、その配偶者虐待の変動はこれまでど
のようになっているであろうか。最初に出された
東京都（1997）の「女性に対する暴力に関する調
査」以降、さまざまな実態調査が行われている。
全国調査では、2000 年に総理府（現在の内閣府、
2000）によってまとめられた「男女間における暴力
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に関する調査」がある。最近では、2009 年（平成
21 年）に行った内閣府（2009）による調査がある
が、2002 年（平成 14 年）や 2005 年（平成 17 年）
の調査と比較したところ、2002 年よりも 2005 年及
び2009年は大幅に虐待を受ける割合が大きくなっ
ている。
それ以外にも、配偶者暴力相談支援センターの
相談件数（内閣府；2005、2007）、厚生労働省家庭
福祉課（2008）による婦人相談所の相談件数、警察
庁（2009）による配偶者からの暴力相談等の件数の
数値はいずれも増加している。さらに、司法統計
（2007）においても、家庭裁判所における婚姻関係
事件での「暴力を振るう」を理由とする妻からの
申立件数は 2007 年（平成 19 年）では 1万 3394 件
で、妻からの申立件数全体の 29.1％となっており、
「性格が合わない」という理由に次いで 2番目に多
い。また、司法統計（2008）による配偶者暴力に関
する保護命令事件も年々増加し、2001 年（平成 13
年）は新受件数は 171 件であったが、2007 年（平
成 19 年）は 2779 件になっている。
以上のように、いずれの関係機関の統計におい
ても、配偶者虐待に関する件数は増加の一途をた
どっている。これは配偶者虐待そのものが増加し
ていることもあるが、配偶者虐待の認識の高まり
がその数値の増加に少なからず影響を与えている
と考えられる。
（2）配偶者虐待研究の概観
配偶者への暴力は近年に現れた現象ではなく、
古い歴史を持っている。さかのぼれば、古代社会
から配偶者虐待は存在していたと考えられ、ロー
マ法は夫の妻への暴力はもとより殺害をも正当化
していた。しかし、配偶者虐待がこのような社会
問題となったのは、今からほんの半世紀ほど前に
すぎない。
その発端となったのは、1970 年代のアメリカ社
会においてであり、ベトナム戦争、人種暴動、ケ
ネディ大統領暗殺事件などの暴力問題に関心が集
まったことがきっかけとなり、配偶者虐待が着目
されるようになった。この頃、男女平等などの女
性解放運動が盛んであり、そのことでも配偶者虐
待に大きな反響を呼び、家庭内における妻の地位
向上が叫ばれるようになった。Straus, Gelles & 

Steinmetz（1980）は、当時としては初めての大規
模な調査を実施し、2143 組の夫婦のうち、16％が
それまでの 1年間に夫婦間の身体的暴力を経験し
ていることを明らかにしたことはよく知られてい
る。
その後は配偶者虐待について多くの研究がなさ
れてきている。さまざまな分野で実施されてきて
いる従前研究を大きく分けると、
　①虐待者についての研究
　②被虐待者についての研究
　③虐待者と被虐待者の関係についての研究
に概観できる。
①については、虐待者の収入、職業、仕事への
満足度といった社会的地位との関連を見る研究
（Kantor & Straus；1989など）や虐待者は自己評価
の低い者が多く、妻との間で葛藤がさらなる自己
評価を傷つけてしまう（Goldstein & Rosenbaum；
1985 など）、自己主張性が低い（Rosenbaum & 

O'Leary；1981 など）といったパーソナリティに関
する研究、薬物依存やアルコール依存との関連と
の研究（Kantor & Straus；1987、1989 など）が
見られる。それらをまとめると、低収入や失業な
どの経済的不満、社会的地位や仕事への不満など
による自己評価の低下と欲求不満が、虐待者の大
きな特徴であると言える。
②については、被虐待者の職業の有無など経
済的立場、社会的立場などとの関連を見る研究
（Straus, Gelles, & Steinmetz；1980、Hornung, 

McCullough & Sugimoto；1981）、自己主張性が
低いなど被虐待者のパーソナリティに関する研究
（Rosenbaum & O'Leary；1981 など）がある。
③については、上記①や②の虐待者や被虐待者
の一方的な特徴だけではなく、双方の関係性が影
響しているとの視点から、夫婦の職業的地位の違
いや性役割態度の組み合わせ、夫婦間のコミュ
ニケーションに関する研究（Markman；1979、
Margolin & Wampold；1981 など）、認知のあり
方の違いについての研究（Jacobson, Waldron & 

Moore；1980 など）、感情表出のあり方についての
研究（Smith, Vivian & O'Leary；1990）などがあ
る。
従前の研究から言えることは、配偶者虐待に関
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しては一つの要因から発生するのではなく、虐待
者、被虐待者、その両者の関係などさまざまな要
因が複合的に影響しあっているということがわか
る。
さて、配偶者虐待の研究の中で著名な 2つの理
論があることをここでおさえておきたい。
その一つは、ミネソタ州のダルース市の

「Domestic Abuse Intervention Project」が考え出
した図 1の『パワーとコントロールの車輪』であ
る（Pence & Paymar；1993）。この車輪は身体的
暴力と非身体的暴力が互いに絡み合いながら、女
性の生活を支配していることを象徴的に示してい
る。車輪の中央にあっては、車輪全体を支え動かし
ている軸が「パワーとコントロール」であり、男性
の持つ「力」であったり「支配」となる。そして、
外輪にあたる部分が身体的暴力であり、これは比
較的外部に見えやすい。しかし、この身体的暴力
の背景には、心理的暴力、経済的暴力、性的暴力
などさまざまな形の非身体的暴力が隠れ潜んでい
る。この非身体的暴力は外部からは認識されにく
いが、外輪の内側にあって、適度な空気圧のよう
な役割をしているとも言え、ある意味ではそのこ
とが車輪を回りやすくしているのである。つまり、
内側の非身体的暴力が外輪の身体的暴力の効果を
強化している。このことが被虐待者を周囲から孤
立させ、抵抗する力を奪い取り、恐怖心と無力感
に陥らせることになる。
もう一つの著名な理論は、Walker（1979）の研
究によって提唱された「暴力のサイクル理論」で
ある。この考えは、家庭内暴力が発生している家
族であっても、絶えず暴力が振るわれるわけでは
なく、被虐待者は図2のように一定のサイクルを経
験しているというものである。それは虐待者がし
だいに緊張を蓄積させ、被虐待者はそれを刺激し
ないようになっている時期（第 1相：「暴力の蓄積
期」）、虐待者は怒りのコントロールができずに暴
力を爆発させ、被虐待者はそれによって恐怖心を
抱き、無力感を感じる時期（第 2相：「暴力の爆発
期」）、虐待者は二度と暴力は振るわないと謝罪し、
被虐待者の罪悪感や同情心に働きかけ、愛情のあ
る態度になる時期（第 3相：「開放期（ハネムーン
期）」）に分けられる。これらの暴力と愛情の循環

があるがために、被虐待者は虐待者と別れられず、
共生的関係を築いていく。その結果、しだいに暴
力のサイクルは速度を増し、頻度や程度が深刻に
なっていく。このような背景には、Walkerは「短
期間に心的外傷が繰り返されると、人々は無感覚
になり、受け身になって、自分たちではどうしよ
うもないと思ってしまう」心理があることも指摘
している。
（3）本研究の問題意識と目的
以上のように、配偶者虐待についての研究を概
観してきたが、上記の①虐待者についての研究、②
被虐待者についての研究、③虐待者と被虐待者の
関係についての研究のいずれについても、配偶者
虐待が深刻化する要因が決定的なものであるとは
言いきれず、要因間の分析やメカニズムの点では

図 1　ミネソタ州ダルース市の
『パワー（権力）とコントロール（支配）の車輪』

図 2　Walkerの「暴力のサイクル理論」
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まだまだ不明な点も多い。そもそも配偶者虐待は、
ある一つの要因が配偶者虐待を生じ深刻化してい
くというのではなく、複数の要因が相互に影響し
あって問題を複雑化していくと考えると、総合的
な観点から要因分析、あるいは要因間の分析を行
う必要がある。
また、ダルース市の『パワーとコントロールの
車輪』やWalkerの「暴力のサイクル理論」につい
ては虐待者と被虐待者との関係を考える上では非
常に有効であるが、上記に述べたように、虐待の
深刻化はそれ以外の配偶者の家族関係や家庭外の
社会や関係機関との関係によっても生じているの
で、それらの要因も視野に入れた研究を進めてい
く必要がある。
本研究では、配偶者虐待の発生や深刻化に至る
には、さまざまな要因が相互に影響し合い、複合
的に絡み合って起こるという前提に立ち、その一
つ一つの要因の分析はもちろん、それらの要因を
カテゴリー化した概念を抽出することによって考
察が深められると考えた。
また、配偶者虐待の深刻化の要因を分析するこ
とは、虐待を防止させたり、深刻化を低下させる
要因を見いだすことでもある。そのような視点か
ら、本研究では虐待を深刻化させる要因だけに目
を向けるのではなく、虐待の深刻化を低下させる
要因についても積極的に見ていこうと考えた。
以上のことを整理すると、本研究の目的は、次
の 3点にまとめられる。
　① 　配偶者虐待の発生や深刻化の要因を抽出
し分析する

　②　要因間の関係を分析する
　③ 　虐待の深刻化を低下させる要因を分析す
る

これらを分析することにより、配偶者虐待の深
刻化のメカニズムを解明し、その防止のあり方を
考えていきたい。
2　方法
（1）分析の方法
分析の方法は、質的研究法としての「事例のメ
タ分析」を用いた。
この「事例のメタ分析」は、「メタ分析」と次の
点で大きく違っている。「メタ分析」とは、「分析の

分析」を意味し、統計的分析のなされた複数の研究
を収集し、いろいろな角度からそれらを統合した
り比較したりする分析研究法である。1960 年代に
社会学者の Rosenthalが、実験者期待効果に関す
る一連の研究を比較研究する過程で開発した。以
来、メタ分析は徐々に改善が加えられ、今では社
会行動学を中心にかなりよく使われる手法となっ
ている。メタ分析の長所や問題点について、石川
注）は、「第 1に、1つの研究では見失われていた小
さな関係が、多くの研究を統合することで明らか
になる。第 2に、研究を相互に比較することで新
たな視点が得られ、将来の研究の方向づけになる。
メタ分析は他の研究者の研究データを利用するの
で、メタ分析者が研究データを誤解し、誤った結
論を導く可能性がある。異なった動機で収集され
たデータ群の中には、違った概念に同じ名前が与
えられていることもある。また、元の研究データ
が間違っていると、その影響を受けてしまうのも
問題である」と述べている。つまり、「メタ分析」
はこれまでの複数の研究から得られた結果をもと
にし、それを全体的な結論に導くための統計解析
手法を用いた量的研究法なのである。
これに対して、「事例のメタ分析」は、「ある変
数の効果が確固たることを示すことよりも臨床の
経験則（clinical heuristics）を導き、今後より詳
しく検証するための仮説やモデルを導く」（岩壁；
2005）といった質的研究法である。岩壁ら（2002）
は、この研究法を「現象を数値に置き換えずに言葉
によって捉えるエスノグラフィーをはじめとした
さまざまな質的分析方法も科学的方法の一つとし
て考えることができる。実際に、一方まだ理論的仮
説がなく、理解されていない現象を記述し、そのメ
カニズムを発見するという探求的研究も科学的研
究の重要な役割である。また、理論に基づき仮説を
立て、より正確な予測を行うためには、まず対象
となる現象をより正確に観察し、現象の記述を行
うことが必要であろう。科学は、決して『客観性』
と『普遍性』に縛られた知的作業ではなく、一人の
人間の判断による偏りを統制するため、データの
採集・分析の方法を系統化し、明確化することに
よって、そこから得られる情報に関する評価や判
断を円滑化するのに非常に有効な手段である」と
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述べ、仮説検証的というよりも発見志向的な作業
であると説明している。
その意味では、「事例のメタ分析」は同じ質的研
究法である「グラウンデッド・セオリー（Grounded 

Theory）」と似ている。グラウンデッド・セオリー
は StraussとGlaserの2人の社会学者によって開
発された研究法で、「ある現象に関して、データに
根ざして帰納的に引き出された理論を構築するた
めの、体系化した一連の手順を用いる質的研究の
一方法論である」（Strauss & Corbin；1990）。そし
て、これまではインタビューや観察などを用いた
調査研究で使用されることが多く、看護学の分野
で用いられることが多かった。本研究においては
「事例のメタ分析」を行うが、グラウンデッド・セ
オリーで行うコード化やカテゴリーの生成の手順
は共通するところが多く、コード化やカテゴリー
の生成に際してはグラウンデッド・セオリーを参
考にした。
なお、「事例のメタ分析」という手法はまだ臨
床心理学の分野では定着はしていないが、橋本
（2008、2009）は児童虐待や高齢者虐待の深刻化
の要因分析をこの手法により行っている。今後は
心理療法がより科学的であるとの評価を得ていく
ためには重要な分析方法であると思われ、岩壁ら
（2002）も「心理療法において科学的研究を根付け
るのはたやすい作業ではないだろう。しかし、臨
床心理学が今後発展し、高まる社会的要請に答え
るためには避けることはできない課題である。今
後、臨床心理学の『科学』と『実践』のあいだのつ
ながりを再考することが望まれる。それにはまず、
さまざまな研究方法に精通し、それらの利点や欠
点について知ることが重要である。また、臨床心
理学の訓練において『実験研究』の臨床への応用
を検討し、臨床的問題を検証可能な研究方法へと
変換することが有効な学習と考えられる。つまり、
『臨床を科学的に見ること』と『科学を臨床に活か
す』という観点から学習する。このような過程に
おいて事例研究は貴重な資料となり、科学的心理
学の基盤を作るデータとして最重要である」と述
べている。
（2）本研究の分析対象となる事例
ある都道府県の児童相談所および配偶者暴力相

談支援センターにおける配偶者虐待相談の23事例
を本研究の分析対象とした（資料参照）。
このような事例を分析対象にしたことについ
て、
① 　上記両センターに来談する事例は、配偶者
の暴力から逃れるために一時保護や民間の
シェルターへの入所を希望してくる場合が多
く、地方裁判所に保護命令の申立てを行った
り、あるいは保護命令がすでに出されている
など、虐待が深刻化していると考えられるこ
と
② 　提供された事例は、関係機関の専門職員が
その対応に苦慮したものであり、担当職員が
集まる事例検討会で検討してほしいと出され
たものであり、それだけに関わりをする上で
も困難で、そのことからもケース対応の困難
さや事案の複雑化が考えられること
③ 　事例の数も多く収集できる上、身体的虐待
や心理的虐待だけでなく、経済的虐待など虐
待のタイプも偏りがなかったこと

がその理由として挙げられる。
これらの点を考慮すると、本研究の対象とした
事例は、ある一定の基準に基づいたものであり、配
偶者虐待の中でもその程度は重く、どの事例も虐
待が深刻化している事例と見なすことができる。
（3）分析の手続き
①　複数分析者の選定と合議過程
「メタ分析」においては、明確に定められた基準
に基づいて分類や評定を行い、その信頼性を数量
化して妥当性を検証する。ところが、「事例のメタ
分析」では質的な研究ではあるものの、やはり先行
研究のパラメーターを分類することが必要で、分
類のための基準が必要となる。
そのため、複数の分析者が同時に並行して分析
を行い、定期的に集まって意見の交換をしなが
ら、その結果を話し合って理解を深めていく。こ
れは分析者間の合意を統計的に求めるのではな
く、話し合いによって最も適切な答えを見つけて
いく「合議制質的研究法（Consensual Qualitative 

Research）」（Hill et al；1997）であり、本研究で
もこれを採用した。このような複数の分析者の合
議的質的研究法を行う理由として、分析の偏った
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視点を修正し、分析の妥当性を図り、結果をより
客観的なものにするためである。
そこで、分析者として、家庭裁判所調査官として
長年経験し、虐待問題を研究テーマにしている臨
床心理士の筆者以外に、2か所の配偶者虐待のケー
スに携わる児童相談所の専門職員 2名（いずれも
女性ケースワーカー）を選定した。3人の分析者は
分析に際して、ミーティングやメールにてディス
カッションを行いながら、コード化やカテゴリー
の生成についての意見を出し合った。
②　コード化
分析者がそれぞれ事例を読んで、虐待が深刻化
する要因と思われる具体的箇所を抽出していっ

た。その後、その具体的箇所にコード名を付けてい
く「コード化」を行った。この作業は、その内容
を同定し分類するため、記述的なコード名を 1単
語や数語で名付けるのであり、そのコードは膨大
なデータから適切にその部分を拾い上げたり、分
類したりするために必要で、「取っ手（handle）」
（Strauss & Corbin；1990）とも呼ばれている。
Strauss & Corbin（1990）は、「コード化」につい
て、「データを分割・概念化し、新しい見地から再
統合する一連の操作である。それはデータから理
論を構築する、まさにその中心的なプロセスであ
る」と述べている。
本研究では、虐待が深刻化する要因について、後

図 3　具体的箇所の抽出とコード化の具体例
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の分類作業を容易にするために、「パートナーとの
関係の要因」、「加害者の要因」、「被害者の要因」、
「（上記以外の）家族関係の要因」、「関係機関との
要因」、「深刻化低下の要因」の 6つにあらかじめ
分けてコード化することとした。
分析者は、「パートナーとの関係の要因」は細い
実線で、「加害者の要因」は太い実線で、「被害者の
要因」は細い点線で、「（上記以外の）家族関係の
要因」は太い点線で、「関係機関との要因」は細い
波線で、「深刻化低下の要因」は太い波線で印を付
け、それぞれにコード名を付けることにした。図 3
は実際に行った具体的箇所の抽出とコード化の具
体例である。
ところで、虐待が深刻化している要因と思われ
る箇所を抽出する際、「虐待の深刻化」の基準をど
こで判断するのかが問題になってくる。この点に
ついては、本研究の分析対象となる事例の説明で
述べたように、関係機関の専門家が対応を苦慮し、
児童相談所および配偶者暴力相談支援センターに
持ち込まれるということ自体から虐待が深刻化し
ている大きな根拠となっている。また逆に、虐待の
深刻化の程度や状態をあらかじめ定め、虐待の深
刻化についての評定尺度に基づいた分類をしてし
まうと、「事例のメタ分析」とは言えなくなってし
まう。そこで、本研究では、配偶者虐待についての
専門家である 3人の分析者が、個々の視点で虐待
がどのように深刻化していったのかを指摘し、時
には専門家としての深い考察に基づいた分析をす
ることが重要であると考えた。従って、虐待の深
刻化についての基準は個々の分析者に任せること
とした。
③　カテゴリーの生成
コード化された後、類似したコードを集めてそ
れらに共通したテーマや意味を抽出する作業が、
「カテゴリーの生成」（Strauss & Corbin；1990）で
ある。カテゴリーの生成に際して、コードの類似性
だけではなく、事例の背景を積極的に分析した特
質を示すものを選び出すことが必要である。この
点については、Strauss & Corbin（1990）は、分
析には文献、職業上の経験、個人的な経験、分析
プロセスといった理論的感受性が重要であると指
摘し、「定期的に立ち戻って問い直す」、「懐疑的な

態度を保つ」、「調査手順を踏まえること」を留意
点に挙げている。この研究においても、事例を単
に表面的に分析するのではなく、分析者のバック
ボーンとなっているそれぞれの職業的な知見や臨
床経験を活かしながら分析を試み、感受性を駆使
しながらカテゴリーの生成に努めた。また、カテ
ゴリーが生成された後も、コード間の比較を続け
たり、カテゴリーとカテゴリーの相互の関係を明
確にしたりして、個々のカテゴリーの特徴を同定
することに努めた。
④　事例間の比較
一つの事例について、コード化とカテゴリーの
生成を行った上で、それを上記に基準で選択され
た 23事例についても同様に検討した。このような
過程を「事例間分析（Cross-case analysis）」（岩
壁；2005）と呼ぶが、新しい事例がそれまでの作
成したコードとカテゴリーで説明可能かどうかを
調べ、必要であれば新たにコードを追加しながら、
この手順を繰り返して分析を進めていった。そし
て、カテゴリーの類似性を検討しながら、上記に述
べたようなカテゴリー相互の関係を明確化し、よ
り上位のカテゴリーを生成する場合もあった。
そして、最後に、事例の抽出された具体的箇所
とコード、カテゴリーの整合性をもう一度検討し、
具体的箇所、コード、カテゴリーの統合性を図っ
た。
3　結果
3 人の分析者が 23 事例について、「虐待が深刻
化する要因」と考えられる具体的箇所を「パート
ナーとの関係の要因」、「加害者の要因」、「被害者
の要因」、「（上記以外の）家族関係の要因」、「関係
機関との要因」、「深刻化低下の要因」に分けて抽
出し、それにコード名を付け、カテゴリーを生成
した（表 1はその一部を抜粋したものである）。ま
た、表を作成する際、虐待のタイプ別（身体的虐
待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待、経済的
虐待の 5種類であるが、複合するタイプも存在し
た）が近接するようにした。
（1）分析者間の具体的箇所の抽出の一致率
分析者が23事例で抽出した虐待が深刻化する具
体的箇所は、「パートナーとの関係の要因」では 120
箇所、「加害者の要因」では 78 箇所、「被害者の要
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因」では 208 箇所、「（上記以外の）家族関係の要
因」では 79 箇所、「関係機関との要因」では 68 箇
所、「深刻化低下の要因」では 112 箇所であり、全
体では 665箇所となった。3人の分析者の抽出した
箇所の一致率については、表 2のとおりである。
それによると、3人全員が一致した箇所は全体の
35.2％であり、いずれか 2人が一致した箇所は全体
の 65.7％であった。要因別に見ると、「パートナー
との関係の要因」及び「加害者の要因」、「被害者
の要因」、「（上記以外の）家族関係の要因」につい
ては比較的一致率が高かった。その背景には、虐
待が深刻化する要因として、上記 4つの要因は比
較的抽出しやすく、視点としても定まりやすかっ
たためと考えられる。
逆に、「関係機関との要因」の一致率はどちらか
と言うと低く、虐待の深刻化と関係機関との要因
がすぐには結び付きにくかったことが影響してい
たと推測される。また、「深刻化低下の要因」につ
いては一致率がもっとも低かったが、これは深刻
化している事例においてはこの要因が見出しにく
かったため、分析者の視点が定まりにくかったと
考えられる。
（2）生成されたカテゴリーについて
整理表をもとに、要因別にカテゴリーを生成し
た結果は以下のとおりである。
①「パートナーとの関係の要因」のカテゴリー
「パートナーとの関係の要因」で生成されたのカ
テゴリーは、表 3に示したとおり、『固定的で閉塞
的な関係』、『直面しやすい葛藤』、『コミュニケー
ションの不足と情緒交流の乏しさ』、『愛着と恨み
の混沌とした感情』、『共依存の関係』、『支配と服

従の関係』の 6個であった。
②「加害者の要因」のカテゴリー
「加害者の要因」で生成されたカテゴリーは、表
4に示したとおり、『社会的未熟と依存心の強さ』、
『大きな劣等感』、『抑制のきかない衝動性』、『力の
誇示と暴君者的態度』の 4個であった。
③「被害者の要因」のカテゴリー
「被害者の要因」で生成されたカテゴリーは、表
5に示したとおり、『孤立による無力化』、『閉ざさ
れた価値観や思考』、『尋常でない加害者への恐怖
心』、『DVと児童虐待との関連』、『DV被害による
精神的ダメージ』、『自立への足がかりのなさと見
通しのない将来』、『被害者性の認識のなさと加害
者への依存』の 7個であった。
④ 「（上記以外の）家族関係の要因」のカテゴリー
「（上記以外の）家族関係の要因」で生成された
カテゴリーは、表 6に示したとおり、『未成熟子の
存在』、『児童虐待、家庭内暴力との併存』、『家族
員の多問題をはらんだ家庭状況』、『距離のある家
族関係』の 4つであった。
⑤「関係機関との要因」のカテゴリー
「関係機関との要因」で生成されたカテゴリー
は、表 7に示したとおり、『支援における利用者と
支援機関のズレ』、『機関同士の連携の不十分さ』、
『DVの発見の遅れとアセスメントの不十分さ』、
『関係の築きにくさ』の 4つであった。
⑥「深刻化低下の要因」のカテゴリー
「深刻化低下の要因」で生成されたカテゴリー
は、表 8に示したとおり、『ネットワーク機能のあ
る切れ目のない支援』、『家族の理解と協力とキー
パーソンの存在』、『加害者の深い内省と加害者へ

表 2　分析者間の一致率
３人の分
析者 （一致率） ２人の分

析者 （一致率） Ａ分析者＋Ｂ分析者 （一致率） Ａ分析者＋Ｃ分析者 （一致率） Ｂ分析者＋Ｃ分析者 （一致率）

全体の要因 234/665 35.2% 437/665 65.7% 326/665 49.0% 293/665 44.1% 286/665 43.0%
パートナーとの
関係の要因 53/120 44.2% 91/120 75.8% 69/120 57.5% 66/120 55.0% 62/120 51.7%

加害者の要因 46/78 59.0% 61/78 78.2% 55/78 70.5% 49/78 62.8% 49/78 62.8%
被害者の要因 84/208 40.4% 149/208 71.6% 110/208 52.9% 106/208 51.0% 101/208 48.6%
上記以外の家族
関係の要因 28/79 35.4% 53/79 67.1% 43/79 54.4% 33/79 41.8% 33/79 41.8%

関係機関との要因 14/68 20.6% 30/68 44.1% 22/68 32.4% 16/68 23.5% 20/68 29.4%
深刻化低下の要因 9/112 8.0% 53/112 47.3% 27/112 24.1% 23/112 20.5% 21/112 18.8%
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の支援』、『避難先での安全感の確認』、『適切な情
報提供と本人の主体性のある決断』、『被害者への
かかわりの工夫』の 6つであった。

4　考察

（1）パートナー関係の特徴　 

配偶者虐待の加害者と被害者とのパートナー関
係における 6個の要因を分析したところ、図 4の
ような構造化があった。
それによると、配偶者虐待のあるパートナーと

表 3　「パートナーとの関係の要因」のカテゴリー
カテゴリー名 定　　　　　　義

固定的で閉塞的な関係
　　（ア）

交際中もしくは同居や結婚してまもなく暴力が見られたり、妊娠や出産を契機に暴力が発生し、現在
もそれが継続している。また、パートナー間には、身体的な暴力以外にも罵声を浴びせ、「殺す」と脅す
ようなことを口にする言葉による暴力がある。1回限りではなく、これらの暴力が繰り返されることによ
り、被害者と加害者の人間関係がもはやそれらの暴力や言葉によって固定し閉塞的になってしまってい
る。

直面しやすい葛藤
　　（イ）

パートナー関係においては、協力関係が成立しにくく、向き合うと常に葛藤を感じでしまう。そのため、
互いに向き合うことを避けたり、親権や子どもの問題などで勢力争いとなってしまう。

コミュニケーションの不
足と情緒交流の乏しさ
　　（ウ）

コミュニケーションが円滑に行かず、互いの価値観がなかなか共有できない。そのため、情緒交流が
希薄になったり、パートナーに対して不倫や借金などの秘密を持ったりする。あるいは、コミュニケーショ
ンの手段として暴力を使用してしまうこともある。常に関係が不安定で、打算的な要素が入り込んでし
まう。

愛着と恨みの混沌とした
感情
　　（エ）

一方では相手のことを恨み、憎悪ににた感情を持っているが、他方では愛着がある。それらが混沌となっ
て存在しているため、被害者は加害者に恐怖心を持ちながらも別れることに未練や抵抗があったり、加
害者に対して反省し立ち直ってくれるとの期待を抱いてしまい、パートナー関係は中途半端な状態を続
けてしまう。

共依存の関係
　　（オ）

加害者はパートナーを母親代わりにして依存し、無理な要求でも応じるようにしむける。被害者も加
害者の世話をやくことで相手の主体性を損なってしまう。相互に依存心をパートナーに向けて満たそう
とする共依存関係が見られるため、それによる拘束力は大きくなってしまう。

支配と服従の関係
　　（カ）

暴力だけではなく、言葉による威嚇やセックスの強要、監視や監禁、頻繁な電話やメール、居場所の
捜索、金銭的搾取、子どもや親族の利用など、ありとあらゆる手段を使って、加害者は被害者を支配する。
被害者も加害者の支配から逃げだそうとするが、逃げ場所がなかったり、逃げても連れ戻されたりする
ことから、結果的には元の関係に戻ったり、相手に詫びたりすることで、加害者に服従してしまう。

  表 4　「加害者の要因」のカテゴリー
カテゴリー名 定　　　　　　義

社会的未熟と依存心の強
さ
　　（ア）

就労意欲がなかったり、仕事についても長続きしないなどの自立性のなさや忍耐力の乏しさといった
社会的な未熟がある。また、他者に借金をしたり、何につけすぐに誰かを当てにするといった依存心の
強さが認められる。この依存傾向は、対人面以外にも、ギャンブル、アルコール、覚せい剤、買い物な
どにも見受けられる。

大きな劣等感
　　（イ）

内面には大きな劣等感を抱えているため、他者から指摘されたことを被害的に受けとめたり、敏感に
感じ取り、ストレスを高めてしまう。

抑制のきかない衝動性
　　（ウ）

自己の欲求を調整したり抑えたりせず、すぐに表出してしまう衝動性の高さがある。そのような欲求
のコントロールのしにくさは性格によるところが大きいが、脳梗塞やてんかんなどの疾病やアルコール、
覚せい剤などの影響も考えられる。

力の誇示と暴君者的態度
　　（エ）

自分が主人として家族を養っているとの古い家族観があるために、家庭内では自分が中心で暴君的に
振る舞う。また、その役割意識が固定して融通がきかず、力を誇示することで存在を示そうとしやすい。
特に、家庭内で疎外感を抱いたり、居場所をなくす状況になると、さらに力で支配しようとし、暴君的
な姿勢が顕著となる。

図 4　パートナーとの関係の特徴
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表 5　「被害者の要因」のカテゴリー
カテゴリー名 定　　　　　　義

孤立による無力化
　　（ア）

誰にも相談できなかったり、周囲の不理解もあり、援助が途絶えてしまい、被害者は孤立し、無力化
を招いてしまう。自分に自信がなく、不安感の大きい中で、何かに振り回されてしまい、エネルギーが
枯れて主体的な行動が取れなくなる。その結果、さらなる自己イメージの悪化や低い自己評価となり、
ますます無力化してしまう。

閉ざされた価値観や思考
　　（イ）

古い家族観による女性役割から抜けきれなかったり、何かに強い執着があるために、柔軟な思考がで
きず、閉ざされた価値観や思考が強い。また、未熟さや知的能力の低さのために、全体を見通した問題
解決が図れず、物事を一面的にしか捉えられずに、ゼロか百かといった極端な選択しかできない。　

尋常でない加害者への恐
怖心
　　（ウ）

繰り返される暴力や生命の危険を感じる暴力によって、尋常でないほどに加害者に対して恐怖心を感
じる。加害者が接近してくるのではないか、連れ去るのではないかといった脅えもあり、被害者は身動
きができなくなることさえある。

DVと児童虐待との関連
　　（エ）

DVの被害者は過去にも同様の DVの被害者になった経験があったり、自分の子に対してネグレクト
や身体的虐待を加える場合もある。また、DVの被害者の中には、幼少期からネグレクト環境で生育し、
愛着形成が不十分であったり、身体的虐待や自分の両親の DVを見るなど過酷な状況で育った者もいる。
それらの者は見捨てられ不安が強かったり、否定的な母親イメージを持ったり、アダルトチルドレンと
して生き抜いてきている。

DV被害による精神的ダ
メージ
　　（オ）

DVの被害を受け、情緒的に不安定となり、不満や怒りが爆発したり、過敏さが顕著となったりしやすい。
気持ちの整理ができずに、加害者に対しても心が大きく揺れ動く場合もある。衝動的となったり、不安
が高まるパニックや過換気の症状が出たり、落ち込みが酷くなり鬱となったり、健忘や回避という解離
や PTSDとなることもある。

自立への足がかりのなさ
と見通しのない将来
　　（カ）

被害者は、収入や所持金がなく生計が立てられない、居所や避難先が見つからない、妊娠中で身動き
が取れない、幼子がおり一人では養育できない、DVの後遺症が残っているなどの問題があり、自立への
足がかりがつかめない。そのため、加害者の機嫌を取って一時的に事態を収拾したり、暴力を回避する
ために家出や一時保護施設に逃れたりするが、いずれも急場しのぎの無計画で見通しのない対処でしか
ない。中には施設を無断退去して、加害者のもとに戻ったり、保護命令を取り消す場合もある。

被害者性の認識のなさと
加害者への依存
　　（キ）

被害者は自分が被害者であるにも関わらず、被害者としての意識が乏しく、加害者は反省していると
思うと加害者任せであったり、問題がなかったかのように振る舞う。また、再度の暴力危害の恐れがあ
るが、その危険予測が不十分で、事態の認識が欠けている。加害者への依存が強いために、何よりも加
害者優先の思考から抜け出せず、他に拠り所がない状態になっている。

表 6　「（上記以外の）家族関係の要因」のカテゴリー
カテゴリー名 定　　　　　　義

未成熟子の存在
　　（ア）

未成熟の子どもがいるため、子どもをおいて被害者一人で加害者のもとを離れることはできない。子ど
もの学校のことなどが大きな障壁となり、そのことが被害者の行動をためらわせてしまう。また、子ど
もや家族の中に、障害を抱えていることもある。さらには、「暴力を受けても頑張ってほしい」と子ども
から言われたことで、被害者のジレンマがますます大きくなったりする。

児童虐待、家庭内暴力と
の併存
　　（イ）

加害者は配偶者への暴力だけではなく、子どもに対しても同様に暴力を振るう身体的虐待がある。また、
子どもの目の前で DVを見せつける心理的虐待や学校にいかないのを放置したり、不衛生な環境に身を
置かせ、食事もろくに与えないというネグレクトも併存していることもある。そのような子どもの中には、
愛着形成が不十分であることが見受けられる。さらに、DVの被害者は、子どもが加害者から暴力を振る
われていても止められず、そのような放任の態度が子どもから反感や不信を抱かせ、被害者への怒りと
なって家庭内暴力が生じる場合もある。　

家族員の多問題をはらん
だ家庭状況
　　（ウ）

家族員それぞれに不登校や不就労などの多くの問題を抱え、依存傾向が強かったり、すぐにパニックを
起こしたり、ストレスを強く感じたりしている。それ以外にも、生活基盤を揺らがす経済的困窮があっ
たり、子ども同士のきょうだい間での紛争が絶えなかったりというさまざまな問題がある。

距離のある家族関係
　　（エ）

DVの被害者と加害者はもちろんのこと、被害者と家族の間にも意思疎通が十分ではなく、時には反発
や距離を置こうとしている。中には、家族員が加害者側について、被害者の秘密を加害者に漏らしたり、
DVの事実を他言しないようにと被害者に否認を強いたりと家族間での意思統一が図れない。また、被害
者の実家やきょうだいとの関係も希薄で、交流が乏しかったり、関係がこじれている場合もある。　



－42－

配偶者虐待が深刻化する要因についての研究

の関係では、『支配と服従の関係』と『共依存の関
係』が大きな特徴として取り上げられ、しかもそ
の関係が『固定的で閉鎖的な関係』になっている
ことが指摘できる。そして、そのパートナー関係
には『コミュニケーションの不足と情緒交流の乏
しさ』、『直面しやすい葛藤』、『愛着と恨みの混沌
とした感情』などからくる＜視点の定まらない感
情＞が存在する。
①　支配と服従の関係
本研究の対象となった 23 事例の中で、1事例だ

けが心理的虐待の事例であったが、それ以外はす
べて身体的虐待が伴う事例であった。ほとんどの
配偶者虐待においては、その多くが暴力によって
相手を支配し服従させようとしていることが認め
られる。そして、支配と服従の関係をもっとも極
立たせるためには、加害者は暴力を使用すること
によって相手を制圧させ、自分自身もその暴力で
自己のパワーを感じる。逆に被害者の立場からす
ると、暴力は被害者の無力化を促進させ、相手に
服従せざるを得ない状況に追い込んでいく。

表 7　「関係機関との要因」のカテゴリー
カテゴリー名 定　　　　　　義

支援における利用者と支
援機関のズレ
　　（ア）

被害者は避難先や入所施設の提供を求めるが、適切な資源がすぐに見つからなかったり要望を満たさ
れないことから、関係機関に不満や怒りを募らせる。一方、支援機関側は援助技量の乏しさだけではなく、
具体的な支援の方法のなさ、被害者家族全体のケアをすることの難しさなどから、支援が十分に行き届
かない状況に追い込まれる。その結果、支援を求める被害者と支援をする機関のズレが大きくなってし
まう。

機関同士の連携の不十分
さ
　　（イ）

配偶者暴力相談センターの支援機関は警察や医療機関、児童福祉機関、福祉事務所等と密に連携を取
る必要があるが、それが不十分である。また、機関をまたがる場合に、支援の一貫性がなかったり、被
害者が次の機関へ円滑に橋渡しできるように配慮がなされていないために、支援が中断され適切な問題
解決につながらない。

DVの発見の遅れとアセ
スメントの不十分さ
　　（ウ）

支援機関による DVの発見が遅れてしまうことにより、必要な支援ができなくなる。また、暴力等の
リスクアセスメントが適切でなかったり、一回限りのアセスメントでアフターフォローがないため、事
態の深刻を見落としてしまう。さらに、被害者の知的な能力、性格、生活状況等の総合的な判断がなさ
れていないために、支援に継続性がなく表面的なものになる。情報収集の不足もアセスメントの不十分
さの大きな原因となる。

関係の築きにくさ
　　（エ）

被害者は支援への抵抗もあるため、支援者の助言等を素直に受けとめず、自分勝手に支援者との関係
を打ち切ったり、約束を反故にしてしまう。また、電話での間接的で手軽な支援は求めるが、来所する
などの行動にはなかなか結び付かず、支援者側も被害者との関係の築きにくさを感じる。さらには、被
害者の感情に圧倒され、支援者がどのように関係を取るべきかに困惑されることもある。

表 8　「深刻化低下の要因」のカテゴリー
カテゴリー名 定　　　　　　義

ネットワーク機能のある
切れ目のない支援
　　（ア）

関係機関がネットワーク機能を発揮した連携ができている。また、被害者らがそれぞれの機能を利用し
やすいように橋渡しが円滑になされ、切れ目のない支援ができている。また、機関同士がカンファレンス
などを通じて意思疎通を図り、時にはネットワークを広げて臨機応変に対応したり、配慮の行き届いた関
わりをしている。

家族の理解と協力とキー
パーソンの存在
　　（イ）

被害者を理解し協力してくれる子どもや親という身近な家族の存在がある、あるいはそれに代わる親族
や友人がいる。特に、被害者にとっても、ケース全体にとっても欠かせないキーパーソンの存在がある。
その存在によって、被害者はエンパワーメントされ、危機場面を乗り越えたり、借金をしてでも事態を変
えていこうとする動きとなり、解決の糸口を見つけられる。

加害者の深い内省と加害
者への支援
　　（ウ）

加害者が暴力を振るったことを率直に認め、反省して、被害者に謝罪する。同時に、被害者の支援だけ
ではなく、そのような加害者にも改善に向けたプログラムを関係機関が提供するなどの支援をしている。
そうすることにより、暴力を用いない適切なコミュニケーションが夫婦間でできるようになる。

避難先での安全感の確認
　　（エ）

危機的状況から逃れるため、被害者が実家や親戚宅、友人宅、一時保護所、シェルター、警察、婦人相
談所等の避難先を早期に見いだし、そこで身の安全を感じ取れている。一時的にせよ、ここなら安心でき
るという感覚を取り戻すことができている。

適切な情報提供と本人の
主体性のある決断
　　（オ）

DVについての知識や保護命令等の法律的な知識といった情報を適切に被害者に提供している。そうす
ることにより、混乱した状況の中で、現時点では何ができて何ができないのかを冷静に把握し、被害者本
人が主体性を持って事態に立ち向かえるようになっている。いわば、これまで加害者との関係で受動的で
あった被害者が、自分の意思によって主体的に動き始めようと決断している。

被害者へのかかわりの工
夫
　　（カ）

被害者の特性をよく理解しながら、ケースに応じた工夫や粘り強い関わりを支援者はしている。そうす
ることにより、被害者等の信頼を得ることにつながっている。同時に、被害者が自己の被害者性を自覚で
きるようになっている。
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ただ、加害者は暴力だけによって支配と服従の
関係を被害者と築いていくわけではない。暴力以
外にもさまざなま手段で被害者を支配しようとし
ていることが事例にも顕著に現れている。
その中でもしばしば見られるのは言葉による暴
力であり、「逃げると子を殺す」（事例 20）、「実家
をめちゃくちゃにしてやる」（事例 6）と被害者を
脅迫している。また、外出や電話等の禁止により、
被害者に外部との接触を遮断させたり（事例 19）、
極端な場合は被害者を自宅に監禁状態にさせても
いる（事例 20）。あるいは、生活費を渡さないなど
家計の実権をすべて加害者が握り、被害者の経済
的無力化を図ったり（事例 10、14、19、22）、性の
強要をすること（事例 12、16）によって支配と服
従の関係を強固に築こうとする傾向が見られた。
さらに、被害者が加害者のもとを飛び出し一時保
護所等に避難をした後も、加害者はひっきりなし
に電話をかけてきたり（事例 2）、子どもを出汁に
連れ戻そうとしたり（事例 2、20）、被害者の友人
を使って説得する（事例 8）など、あの手この手を
使って支配から逃さないように加害者は振る舞っ
ていた。
そのような加害者の支配に対して、被害者自身
も「夫の機嫌をとったり、ひたすら詫びることで
何とかその場をおさめたり」（事例 2）、「一切逆ら
わずに言うことを聞いて生活すれば、夫も落ち着
くだろうと思った」（事例 21）というように、服従
をすることによる問題解決をしようとしやすい。
②　共依存の関係
加害者と被害者は互いに独立した存在とはなら
ず、むしろ相互に依存しあう傾向が極めて強く、も
たれ合いながら自分を支えているといった関係性
が認められる。そもそも「共依存」はアルコール
依存症者とその家族との関係から取り上げられ、
アルコール依存という嗜癖は本人だけではなく、
「ちょっとだけなら」というように本人に飲酒を可
能にさせるイネイブラー（eabler）としての配偶者
もしくは家族の存在があると考えられてきた。
配偶者虐待においても、この「共依存」はパート
ナー関係で認められる。具体的なものとしては、ト
ラックの運転手である加害者は家族と離ればなれ
になる寂しさに耐えられず、被害者や子どもを仕

事中も同伴させてトラックで移動する生活を 1年
2か月も続けていた（事例 12）。これなどは、加害
者の依存もさることながら、被害者の方でもその
依存を受け入れ、常識を越えた生活を互いに送り
続けたと言える。別の事例では、我慢が足りずに
転職を繰り返す加害者に対して、被害者は仕事の
斡旋を続けたり（事例 9）、一旦は家を出て別居し
たにも関わらず、仕事が決まらずしばらく居候を
させてほしと願い出た加害者の要求をいとも簡単
に被害者は受け入れている（事例 4）。これらの事
例においても、相手を突き放したり、距離を置い
た関係が取れず、加害者も被害者に依存する代わ
りに、被害者も加害者の依存を許し、自身もどこ
か相手に依存している例と言える。極端な場合は、
加害者の暴力を自分自身に対する愛情であると受
け止め、「愛情があるからいろいろと言うのだと思
い、もっと頑張らねばと思った」といった被害者
もいた（事例 21）。この点に関して、斎藤（1999）
はこの共依存は双子のように相互に良く似た外見
をしていると述べ、共依存にあって親密性にない
属性は、①自己中心性、②不誠実（不正直）、③支
配の幻想、④自己責任の放棄ないし他者からの非
難への恐れ、⑤自尊心の欠如、であると指摘して
いる。
いずれにせよ、加害者の依存だけでなく、それ
に対する被害者の認知のあり方や被害者を含めた
共依存が問題をこじらせ、加害者の問題行動を助
長させ、ますます虐待が深刻化していくと考えら
れる。
③　固定的で閉鎖的な関係
上記で説明した『支配と服従の関係』や『共依
存の関係』は虐待が深刻化してきて生じたもので
はなく、多くの事例において、つき合った当初や
結婚当初、あるいは子どもを妊娠した頃から存在
し、当時から暴力が発生し、同様の関係が構築され
てきている。そして、現時点ではその関係が慢性
化し、あるいは固定化して、もはや容易には変え
ようもない状態に至っている。　具体的には、暴
力はこれまでからなかったものの、加害者の自暴
自棄ともとれる言葉による暴力によって被害者の
恐怖心が慢性化し、加害者に逆らえないばかりか、
加害者との関係を改善しようとも思わなかった事
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例（事例 21）があった。このような事例において
は、虐待を通じて結ばれるトラウマ的人間関係が
顕著に見られることがしばしばあり、仮に暴力が
使用されなくなってもこれまでのトラウマの経験
があることにより、被害者は加害者のもとを離れ
ようとはしなかったり、逆にその関係にしがみつ
く事態になってしまいやすい。西澤（2004）はこ
れを「トラウマ性の体験による結びつき」と称し、
被虐待者が虐待者に対してしがみつき的な結びつ
きを求めるが、トラウマのゆえにさまざまな歪曲
を伴ったものとなりやすいと説明している。外か
ら見ていると、被虐待者は虐待者から逃げ出せば
いいのにと思う状況でさえ、被虐待者は虐待者の
もとを離れようとはせず、虐待者にしがみつくの
はこのためである。
固定的な関係について、客観的な立場や視点か
ら眺めると非常に奇妙に、しかも不思議に映るか
もしれない。しかし、「支配と服従」、あるいは「共
依存の関係」のもとでは自分自身を客観視しにく
いばかりか、外からの情報や助言を受け入れにく
く、外部とは切り離された極めて閉鎖的な関係を
維持してしまいやすい。仮にそこから一時的に抜
け出せたとしても、すぐにまたこれまでのパート
ナー関係に戻ってしまいやすいのはこのためであ
る。
④　視点の定まらない感情
加害者と被害者のパートナー関係の成り立ちを
見ると、交際してすぐの婚姻であったり、生活の
ためと打算的に結婚したり（事例 23）、実家にお
りづらくなったばかりに不本意ながらも結婚した
（事例 22）という事例があった。つまり、十分な
時間をかけて互いの関係をはぐくんだものではな
く、情緒的な交流や意思疎通がまだ成熟していな
いところでの結びつきなのである。
また、婚姻後も浮気や不倫の関係があったり（事
例 6、17、18、23）、夫には内緒の借金があるなどの
隠し事が存在している事例もあった（事例 16）。こ
れらはいずれも意思疎通の欠如、あるいはコミュ
ニケーションの不足を物語っているように思え、
パートナー関係における情緒交流の乏しさを示し
ている。他国籍の配偶者と婚姻している事例も2つ
あり、異文化での価値観の違いを痛感したり（事例

1）、児童扶養手当を受給するための偽装結婚をし
ていた（事例 14）。これらもまたコミュニケーショ
ンの不足や情緒交流の乏しさを如実に示している
と考えられる。さらに、子どもの目の前でセック
スを強要する事例（事例 12）などでは、相手のこ
とを配慮しない交流のあり方が指摘できる。
お互いにコミュニケーションが乏しい上、パー
トナー同士が直面するのはさまざまな問題への葛
藤となりやすいのもパートナー関係での大きな特
徴である。例えば、子どもの養育に関する問題（事
例 2）、子どもの親権問題（事例 1）が具体的には
見受けられた。あるいは、子どもが成長して巣立
ち、家の中に残されたのは加害者と被害者の夫婦
だけとなり、いやがおうにも向かい合った生活を
強いられるようになり、それが大きな葛藤となっ
た事例（事例 23）もあった。
そして、もう一つの特徴は被害者は加害者に対
して愛憎の入り交じった感情を抱いていることで
ある。被害者は愛想を尽かして加害者のもとを離
れたものの、加害者から謝りのメールが頻繁にく
ることで、すぐに気持ちを愛着に転じて加害者の
もとに帰宅する（事例 18）。あるいは、相手に許せ
ない気持ちを一方では持ちながらも、「反省すれば
帰宅をしてもよい」といった未練も相当に抱いて
いたりする（事例 6、21）。また、加害者も被害者
に暴力などの虐待を加える一方、自分のもとを離
れてもらいたくないといった相反する感情を抱い
ている。いずれにせよ、被害者は視点の定まらない
感情ゆえに加害者に対しても大きく揺れ動き、加
害者もやはり視点が定まらないために情緒不安定
となってしまう。
以上を総合すると、次のようにまとめることが
できるかもしれない。つまり、コミュニケーショ
ンが不足して情緒交流が乏しいため、相手のこと
を十分に理解しにくくなる。しかし、パートナー
間にある葛藤を通じて、お互いに向き合わざるを
得なくなり、相手に対する愛着や恨みといったさ
まざまな感情が想起され、それによって行動が揺
れ動いてしまう。これらに共通するところは、加
害者も被害者も自己を客観的にとらえることがで
きず、自分自身の視点も右往左往をして感情がな
かなか定まりにくくなり、問題の見極めができず
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に事態の深刻化を招いてしまうと考えられる。
ところで、中村（2002）は Dutton（1995）をは

じめとするこれまでのバタラー研究を踏まえて、
暴力的な男性の共通特性を、①家庭のトラブルの
責任を殴る対象となる相手に向かって転嫁する、
②相手の自律性を否定する、③妻を一人の人間と
して見るのではなくシンボルとして見る傾向があ
る、④結婚して生活し夫婦でいることへの期待に
固執している、⑤被害者は自分に対して魅力を感
じているのだと思っている、⑥親密さの欠如ある
いは歪んだ親密性が虐待関係には存在する、の6つ
を挙げている。①は本研究におけるパートナー関
係の「直面しやすい葛藤」のカテゴリーにも関係
し、加害者は葛藤に際してすべての責任を被害者
になすりつけてしまいやすい。②はまさに「支配
と服従の関係」であり、加害者は被害者を支配し
所有化してしまうことを示している。③は加害者
は被害者である妻が自分の母親のように振る舞う
ことを期待するというもので、「共依存の関係」を
助長させることとなり、④は夫としての役割、妻と
しての役割を厳格に考え、それにしばられてしま
いやすいといった「固定的で閉鎖的な関係」に通
じるところがある。⑤のような一方的な情緒交流
や認知の歪み、⑥の歪な親密さは、「コミュニケー
ションの不足と情緒交流の乏しさ」や「愛着と恨
みの混沌とした感情」といったカテゴリーに関連
するとも考えられる。
（2）加害者の特徴
加害者の特徴として 4個の要因を分析したとこ
ろ、図 5のような構造化があった。
①　社会的未熟さと依存性
加害者の中には、就労が続かずに転職を繰り返
したり、退職をして無職状態を続ける者がいる（事
例 9、21）。また、そもそも自立心に欠け、被害者
の収入や生活保護費、保険金を当てに暮らす者も
おり（事例 4、8、23）、社会からひきこもり状態と
なっている場合もあった（事例 21）。そこに共通す
るのは計画性の乏しさであったり、社会的責任感
のなさであるが、総じて言えば、未熟な社会性が
指摘できる。
また、加害者は極めて高い依存性を有している
ことが事例の中に如実に出ている。加害者が自分

自身の母親にいつまでも過剰な依存をしている
（事例 5）、妻以外の女性に依存する（事例 12）、ギャ
ンブルに依存する（事例 12、23）、アルコールへの
依存がある（事例 5、13）、覚せい剤などの薬物へ
の依存がある（事例 18）、買い物への依存がある
（事例 21）などがあった。すでに上記「パートナー
関係での特徴」で述べた共依存もこの中に含めて
考えられる。
この依存性は上記の未熟な社会性が存在するた
めの結果なのか、依存性があるためにいつまでも
自立できない未熟な社会性を生んでいるのか定か
ではないが、両者の関係は切っても切れないと言
える。
②　力を誇示する暴君的態度
加害者には家庭の中では常に自分が中心でなけ
れば気が済まず、自分の思いどおりに事が進まな
いと憤りを爆発させ、力を誇示してまで威厳を示
そうとする傾向が見られた。これは上記の未熟な
社会性からくる自己中心的な幼児的思考との関連
も深い。もしも精神的な成熟が認められれば、人
間関係を調整したり事態を暴力以外の方法で解決
できるはずれあるが、それが備わっていないがた
めに力を誇示した強引な問題解決姿勢となってし
まう。そして、力を必要以上に誇示しようとする
背景の一つには、自分自身に対する劣等感が見え
隠れしている。
暴君的態度は家父長制度があった古い価値観に
根ざしていることもあり、「男は働いて金を家庭に
いれる」という古い考えを持っていたり（事例 5）、
事あるごとに加害者は被害者について「ただ飯喰
い」と罵倒し、「俺がルールと豪語し何かにつけて

図 5　加害者の特徴
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被害者を人間扱いしない」という者もいた（事例
22）。力を誇示する別の例としては、後先を考えず
友人にお金を貸したり、飲食代を奢ったりといっ
た行動に出る者もおり（事例 9）、暴力や金、権力
によって相手に接しようとする姿勢が見られた。
③　コントロールがきかない衝動性
上記の未熟な社会性や暴君的態度に加え、そこ
にコントロールのきかない衝動性が付け足される
と、虐待はますます深刻化してしまう。事例の中
にはこの衝動性の高さが深刻化を招く大きな要因
と指摘できるものが多かった（事例 2、6、7、12、
20、21）。また、覚せい剤などの薬物やアルコール、
てんかんという疾病によって、衝動性が高まる事
例もあった（事例 11、12、18）。
（3）被害者の特徴
被害者の特徴として 7個の要因を分析したとこ
ろ、図 6のような構造化が図れた。
①　孤立による無力化
パートナー関係における特徴で指摘したよう
に、被害者と加害者の関係は閉鎖的であるため、被
害者は関係外の人に相談をしなかったり、悩みを
はき出す場所がなく、外部から助言や援助が受け
にくい（事例 4、23）。あるいは、相談はしたもの
の、周囲の不理解もあって、援助が途絶えてしま
う事態になってしまうこともある（事例 1）。そう
なると、被害者はしだいに八方塞がりの状態に陥
り、動きが取れなくなり孤立化していく。事例で
は、嫁姑の確執があり、家の中での居場所をなく
し、自殺未遂行為にまで至ったり（事例 5）、実家
に戻ったものの、これ以上は親に迷惑はかけられ
ないと感じる被害者がいた（事例 19）。
ここに共通するのは、被害者の無力化である。
無力化を招く背景には、加害者から経済的搾取に

あって困窮し、動こうにも動き出せないという事
態に陥っていることもある（事例 19、22）。また、自
分なりに努力はしたものの、自力では事態がいっ
こうに改善されないという状況がますます無力化
を招いたり（事例 16）、そもそも被害者の持ってい
る自己イメージの悪さや自信のなさが無力化を増
大させている場合もある（事例 22、23）。さらに、
高齢で持病を抱えていること（事例 13）や妊娠中
であること（事例 15）など身動きが取りにくい条
件が重なっていることもある。
この無力化こそが被害者が虐待状況から回避で
きずに身を置いてしまうことになり、虐待の深刻
化の大きな要因となる。そのため、被害者には何
よりもエンパワーメントが必要で、そのような視
点を持った支援が欠かせない。エンパワーメント
について、森田（2006）は「人は皆生まれながら
に様々な素晴らしいパワーを持っているという人
間観から出発する。そのパワーの中には自分を癒
やす力、降りかかってきた問題を解決する力、そ
して人権というもある」と説明している。そして、
このような前提のもと、いじめ、体罰、虐待、暴
力などの個人のパワーを傷付ける外からのさまざ
まな外的抑圧によって、「自分はたいした人間では
ないのだ」と自分で自分のパワーを傷付けてしま
いやすいが、本来持っている力を取り戻して、自
分への信頼を回復させ、自分の尊さや素晴らしさ
を再び生き生きと息づかせることが重要であると
森田は述べている。
②　閉ざされた価値観や思考
被害者の中には、古い家意識や夫婦観にとらわ
れ、それを今もなお引きずっている場合がある（事
例 5）。そのため、加害者である夫が自分勝手なこ
とをしても、一家の主として尊重しなければいけ
ないと信じ込んだり、妻はそんな状況の中でも夫
を支え堪え忍ぶことが当たり前といった窮屈な価
値観を持っていたりもする。そればかりでなく、物
事を一面的にとらえたり、自分を客観的に見つめ
ることができず、周囲との考え方や価値観の大き
な開きに気づかなかったり、中にはゼロか百とい
う両極端な思考をしてしまう事例（事例 19、23）
もあった。さらに、社会性が未熟であったり、知的
な能力が低いばかりに、柔軟な思考ができず、暴図 6　被害者の特徴
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力を受け続けている現状から抜け出せなかったり
（事例 17）、要求が現実離れして、現状との折り合
いがつきにくい事例もあった（事例 22）。
ここに共通するのは、閉ざされた価値観や思考
であり、それがあるために事態への柔軟な対処が
できず、発想の転換を図れずに苦悩してしまう。
③　尋常でない加害者への恐怖心
被害者は加害者の繰り返される暴力、あるいは
存在そのものにさまざまな恐怖心を抱く。事例に
は肋骨や鼻骨を骨折したり、首を絞められるなど
の生命の危険を感じるほどの暴力を振るわれた被
害者もあった（事例 2、17、19）。被害者は常に生
活の安全感が脅かされ、精神状態が悪いにも関わ
らず相談機関に出かけられなかったり、加害者か
ら遠く離れた遠方の施設でなければ不安でたまら
ないといった PTSDの症状を呈する人もいた（事
例 10、17）。
このような尋常でない加害者への恐怖心は、今
いる被害者の居所を探し当てられるのではないか
と心配したり、子どもを連れ去られるのではない
かと脅え、身動きが取れなくなってしまう（事例
1、7）。ましてや、夫に無断で預金に手をつけると
いったことはいくら経済的に困窮していてもでき
ないと主張する被害者もあり（事例 5）、加害者の領
域に立ち入ることへの恐怖の高さを示している。
④　DVと児童虐待との関連
配偶者虐待の被害者は加害者からの暴力をいか
に回避させるかを何より優先するため、子どもの
養育がおろそかになったり、子どもよりも夫の要
求を満たし、夫の機嫌を損ねないようにすること
で自分の身の安全を守ろうとしやすい。また、先
の『孤立による無力化』で述べたように、暴力に
よって被害者の無力化が進行し、子どもの養育ま
で手が回らなかったりもする（事例 1、17）。そし
て、時には過酷な状況のストレスや不安の解消の
ために、今度は被害者自身が子どもに暴力を振る
う身体的虐待となったり、子どもに関心や愛情を
かけないなどのネグレクトや心理的虐待になって
しまう事例もあった（事例 14）。
被害者の中には過去に児童虐待の被害に遭って
いたという者も少なくない。幼少期から虐待環境
で育ち、見捨てられ不安が強いなどの愛着形成が

不十分であったり、過去に自分の両親の配偶者虐
待を目撃させられるという心理的虐待を受け、否
定的な母親イメージを持っていたり、アダルトチ
ルドレンとしてこれまで生き抜いてきた者もいた
（事例 12、17、23）。あるいは、加害者と婚姻する
前にも、配偶者虐待をする前夫と婚姻し、そこでも
被害者は暴力の被害を受ける経験をしていた（事
例 23）という配偶者虐待の被害者を反復する場合
もある。
以上のように、配偶者虐待と児童虐待との関連
を時系的に探っていくと、子ども時代に児童虐待
を受け、年月が経ってまたもや配偶者虐待に遭
遇してしまうことがある。これに関して、Gelles

（1976）はニューハンプシャー州の 2 つの都市で
80 家族に対して面接調査を行い、夫に虐待された
妻が助けを求める場合の決定的要因について考察
している。その要因の一つに、幼少期における暴
力経験が挙げられ、自分自身が親から虐待をされ
るなど暴力行為に接することが多いほど、あるい
は両親の殴り合いに接したことの多い女性ほど配
偶者暴力の被害者になりやすいと述べた（同様の
ことが Kantor（1989）、Riggs, Caulfi eld & Street

（2000）によっても報告）。そして、Gellesはその理
由を、「幼少期における暴力経験は、暴力行為の役
割学習を促進し、同時に暴力を容認する価値観を
形成させると考えられるものである。また、幼少時
における同様な経験は、暴力の犠牲者としての役
割をも促進させるとも考えられる」としている。確
かに、暴力が存在する家庭で育った子どもは暴力
のない家庭で育った子どもに比べて、暴力には親
和的となって許容度が高くなることは確かかもし
れない。しかし、それだけではこの児童虐待から配
偶者虐待への移行について十分な説得力を持つと
は思えず、そこには子どもの頃の虐待経験が自尊
心の欠如、感情のコントロールの低下、気分の不安
定や過敏性、抑うつ状態、恨みの感情などのさまざ
まな情緒的問題を引き起こし、それが配偶者の新
たな暴力を誘発する引き金になっているように筆
者には思える。実際、児童期に暴力を体験した DV

被害者は、PTSDを含む精神医学的診断の有病率が
高いという報告もある（Astin, Lawrence & Foy；
1993、Roberts, Lawrence, Williams & Raphael ；
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1998）。
ここで配偶者虐待の被害者から見た視点でもう
一度、児童虐待と配偶者虐待の関係を整理すると
次のように言える。まず、配偶者虐待そのものが
児童虐待であるという同時進行のものがある。こ
れは児童虐待防止法の 2条 4 項にあたる「児童が
同居する家庭における配偶者に対する暴力」であ
り、子どもの前で配偶者虐待を見せつける行為は
心理的虐待そのものであるというものである。
次に、配偶者虐待が生じた結果として、その被
害者は自分の子どもの養育を放棄したり、怒りの
矛先を加害者に向けるのではなく、無関係な子ど
もに向けて暴力となったり、心理的虐待となって
しまう場合が考えられる。
最後に、過去にも児童虐待の被害に遭い、婚姻
後も配偶者から虐待の被害を受けるといった同一
被害者の中での児童虐待と配偶者虐待の関係が取
り上げられる。
⑤　DV被害による精神的ダメージ
配偶者虐待は、被害者に身体的外傷の被害を被
らせることもあるが、それ以上に大きな精神的な
ダメージを与える。その精神的ダメージはさまざ
まな形で表出されるが、事例の中では気分がさえ
なかったり、うつ状態になる者が多かった（事例 4、
12、19、23）。また、怒りや攻撃性がわき出て、衝
動性が高くなったり（事例 14、17、23）、不安によ
るパニック障害や不眠、過呼吸となる場合もあり、
これも精神的ダメージの影響と考えられる（事例
1、14、19）。中には暴力を振るわれたこと自体を
思い出せなかったり（事例 9）、具体的で核心とな
る話は避けようとしたり（事例 16、22）、どこか感
情を切り離した応答をしやすい（事例 21、23）な
どの解離と見られたり、PTSDに当てはまる症状
を呈する者もあった。
このように精神的ダメージを受けたことによ
り、情緒が不安定になり、精神科受診やカウンセ
リング等の医療的ケアを受けている事例が多かっ
た（事例 6、7、9、10、12、17、23）。また、この
ダメージによる影響として、先の『孤立による無
力化』や『閉ざされた価値観や思考』が促進され、
次に述べる『自立への足がかりのなさと見通しの
ない将来』を生んでしまうのかもしれない。

⑥　自立への足がかりのなさと見通しのない将来
被害者は就労ができないなどの理由から所持金
がなく、経済的に困窮をしていることから加害者
のもとを離れて一人で生計が立てられない。その
ことが虐待を深刻化させることにもなりやすい
（事例 1、4、7、8、11、12、17、19、22、23）。ま
た、加害者からの暴力を逃れるため避難所や住居
を転々とするが、生活がいつまでたっても不安定
であったりする（事例 2、19）。そんな自立のしに
くさという背景もあってか、一時保護所等に身を
隠しても、すぐに加害者のもとに再び帰ってしま
う事例も少なくない（事例 3、7、8、9、10、13、
14、17）。
それ以外に自立の障害となることとして、被害
者には子どもがあり、子どもを置いて自分だけが
加害者のもとを離れるわけにはいかなかったり
（事例 4、8、13、16、17、18）、自分の親や親族にま
で加害者の被害が及ぶのではないかと心配する者
もいた（事例 6、11、20）。中には妊娠をしている
ので身動きが取れなかったり（事例 6）、加害者と
離婚をすると日本への帰化手続がしにくくなるな
ど不利な条件下に置かれている被害者もいた（事
例 18）。つまり、被害者は自立への方向性が定まら
ないばかりか、足がかりさえつかめないのである。
内閣府（2007）の「配偶者からの暴力の被害者の
自立支援等に関する調査結果」で、配偶者から暴
力を受けた被害者を対象に、被害者の置かれてい
る状況、自立や心身の健康回復のために望む支援
等についてのアンケート調査を実施した（回答 799
人）。それによると、被害者が相手と離れて生活を
始めるに当たって困ったことは、「当面の生活をす
るために必要なお金がない」（54.9％）がもっとも
多く、以下、「自分の体調や気持ちが回復していな
い」（52.9％）、「住所を知られないようにするため
住民票を移せない」（52.6％）となっていた。この
結果からもわかるように、被害者は住居、就労、経
済、手続、健康、子どもなど、生活のあらゆるこ
とで困難をいっぱい抱え、自立の足がかりがつか
みにくいと言える。
そのような状況もあって、被害者は加害者の機
嫌を取って一時的に事態の収拾を図ったり、加害
者の怒りを鎮めるために保護命令を取り消したり
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と目先の解決で事態を乗り切ろうとしやすい（事
例 2、3、9、13）。そうなると、問題は繰り返される
だけで事態はいっこうに改善されず、将来の展望
を開けぬままの被害者はさらにその場限りの優柔
不断な態度とならざるを得ない（事例 9、13、14、
15、17）。
⑦　被害者性の認識のなさと加害者への依存
被害者は自分が被害者であるにも関わらず、ど
こか被害者としての意識が乏しいのも、虐待が深
刻化してしまう一つの要因である。被害者は安易
に、「（加害者は）反省していると思う」と考えた
り、これまでの暴力が何も問題がなかったかのよ
うに振る舞い、事態の深刻さを認識できない人も
いる（事例 6、8、12、14）。また、再度の暴力危
害の恐れがあるにも関わらず、その危険予測が不
十分で、加害者のもとに簡単に戻ってしまったり、
第三者を交えずに加害者と二人だけで話し合った
りもしてしまう（事例 6、10、17、18、19）。いず
れにも共通するのは、被害者が自己の被害者性を
しっかり認識しないことであると言える。
被害者がこの被害者性の認識を持ちにくいに
は、Walkerの指摘した「暴力のサイクル」があ
ることも一因で、いつもいつも加害者は暴力を振
るっているとは限らず、被害者に謝罪したり、愛
情のある態度を示す時期もあるからである。その
ため、被害者はこれまでの加害者の暴力を安易に
帳消しにしてしまいやすい。また、このようなサ
イクルが繰り返されるうちに、被害者自身の認識
が麻痺してしまう。例えば、被害者は自分がいな
くなると加害者が困り果ててしまうと不憫に感じ
たり、加害者の暴力が自分のせいであると思い込
むなどはその典型である。
これらの点に関して、信田（2002）は被害者性
という言葉を使わず、「当事者性」として取り上
げ、「当事者性をもたなければ外部に援助を求める
ことは困難である。援助者の側も、求められなけれ
ば従来は動けなかった。しかしそのような姿勢が
被害者に対して重大な人権と生命危機をもたらす
ことは、すでに多くの事件で明らかになっている
のだ。したがって『当事者性のなさ』こそが、外
部からの介入を必要とし、正当化し、要請してい
るのである」と述べている。つまり、被害者が自

分の被害者性（当事者性）を認識できないことが
虐待の深刻化につながり、逆に言えば、被害者性
（当事者性）を認識することが虐待からの回復の第
一歩となり、同時にわれわれ援助者の支援の足が
かりとなる。
以上のような被害者の要因がカテゴリーとして
抽出されたが、その関係を見ると、ある要因と別の
要因が原因と結果の関係となったり、並列に位置
するなど、相互に絡み合っている。例えば、『孤立
による無力化』を招くのは、『閉ざされた価値観や
思考』を被害者は持ちやすいこととも関係したり、
『尋常でない加害者への恐怖心』があるために、自
分は何をしても駄目といった無力感を引き起こす
のかもしれない。ときには、『孤立による無力化』
が『DV被害による精神的ダメージ』のようなダ
メージとなってしまう場合もあるであろうし、そ
の結果として『自立への足がかりのなさと見通し
のない将来』を生んでしまうかもしれない。そし
て、被害者は加害者に対する恐怖心は持ちながら
も、すぐに加害者のもとを離れて自立に向かうこ
とができず、加害者に依存せざるを得なくなると、
『被害者性の認識のなさと加害者への依存』が問題
になってきて、ますます虐待は悪循環となり深刻
化していく。要するに、虐待の深刻化していく事
例においては、それぞれの要因が独立変数ではな
く、従属変数となって相乗効果を生んでいるよう
にも思える。

（4）家族関係の特徴
家族関係の特徴として 4個の要因を分析したと
ころ、図 7のようにそれぞれの要因が他の要因と
関係していた。
①　未成熟子の存在
加害者や被害者の家族関係において、未成熟子

図 7　家族関係の特徴
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がいることが虐待の深刻化の一要因になってい
た。中にはその子どもが知的もしくは身体的な障
害のハンディキャップがある事例もあった（事例
3、4、6、18）。この未成熟子がいなければ、被害者
は加害者のもとを離れやすく就労もしやすかった
のではないかと思われ、学校を転校するやっかい
な手続をせず、気軽な居所選択ができたかもしれ
ない。そんな子どもの中に、「暴力を受けても（被
害者には）頑張ってほしい」と言う者もおり、それ
が被害者にとってはますます足かせとなり大きな
ジレンマに陥っていくといった事例もあった（事
例 19）。このように未成熟な子ども、あるいは障害
を抱えた子どもがいると、被害者の行動にも制限
がかかってしまい、そのことが虐待から逃れにく
くさせてしまう。
②　児童虐待、家庭内暴力との併存
すでに被害者の特徴のところで、『DVと児童虐
待との関連』として、配偶者虐待の被害者が自分
の子どもに児童虐待を行うことや配偶者虐待の被
害者は過去には児童虐待の被害者であったり、配
偶者虐待の被害者であることを述べた。この傾向
は被害者だけではなく、加害者についても言え、
Rosenbaum & O'Leary（1981a 、1981b）は、生育
家庭において両親間の暴力を目撃した経験を持つ
夫ほど、あるいは親からの暴力を受けた経験を持
つ夫ほど、妻に対して暴力を振るいやすいと報告
している。Riggs, Caulfi eld & Street（2000）も、
児童及び青年期における家庭内での暴力体験は、
成人後に DV被害者もしくは DV加害者のいずれ
のリスクファクターになると述べている。また、
Kantor & Straus（1987）は、暴力を是認するとい
う暴力肯定的態度を持つ夫に妻への暴力が多いと
している。
ここでは、それ以外にも配偶者虐待と児童虐待、
あるいは家庭内暴力といった連鎖が指摘できる。
配偶者虐待のある家庭には、加害者の暴力が妻
である被害者だけに向くのではなく、子どもに向
くという児童虐待を併存している場合がある。本
研究の対象事例では、配偶者虐待と児童虐待が併
存する事例は数例あり（事例 10、11、17、18）、そ
の中には加害者は被害者の連れ子にも身体的虐待
を加えていたものがあった（事例 18）。また、暴

力という形は取らずとも、親が子どもに関心や注
意を向けず、放任や遺棄となってしまう事例もあ
り、子どもに愛着形成不全が見られる事例もあっ
た（事例 12）。
児童虐待と配偶者虐待の関係は非常に密接であ
るとこれまでからも指摘されてきた。その代表的
な研究には、まず Straus（1990）による 6000 人以
上の被験者を対象にした大規模な研究がある。彼
は、配偶者暴力の加害者の 49％が子どもに身体的
虐待を加えていたことを明らかにし、配偶者暴力
はあるが子どもには暴力を振るわない男性はわず
か7％であったと報告した。また、Bowker, Arbitell 

& McFerron（1988）が配偶者虐待の被害者女性
に対して行った調査では、加害者の 70％が子ども
にも身体的暴力があった。さらに、Suh & Abel

（1990）はシェルターに入った配偶者虐待の被害女
性 300 人の調査をしたところ、加害者の 40％が子
どもに身体的暴力を振るっていたことを明らかに
した。わが国では内閣府男女共同参画局（2006）の
調査では、これまで配偶者から何らかの被害を受
けたことのある 608 人に、虐待行為を受けている
ことを子どもが18歳未満の時期に知っていたかど
うかを尋ねたところ、目撃していたと回答した人
は 2割で、目撃まではしていないが音や声、様子
などから知っていたという回答を合わせると、ほ
ぼ 3人に 1人は配偶者からの行為を子どもは知っ
ていたと答えている。さらに、そのうちの 7割近
くを占める人がそのことが子どもの心身に影響を
与えたと思うと答えていた。
ところで、配偶者虐待が存在するところに、子
どもが親に暴力を向けるという家庭内暴力も伴っ
ている場合がある。配偶者虐待と家庭内暴力が併
存する事例では、子どもが母親である被害者に激
しい怒りを抱いて暴力を振るったり（事例 11）、子
どもが父親である加害者と同じように被害者にわ
がまま放題を述べたり、「お前が悪い」と被害者を
責め続けることも見られた（事例 16、19）。
このような現象は、暴力の学習や暴力を振るう
親への同一視というメカニズムで説明ができる。
また、児童虐待の被害者である自分自身を脱却さ
せるために、パワーとしての暴力を使用すること
もしばしばあり、それが家庭内暴力につながった
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と見ることもできる。児童虐待を受けた子どもは
暴力を振るう親をみていて、暴力こそが一番のパ
ワーであることを他の人以上に思い知っている。
そのため、虐待を受けた惨めな自分から抜け出す
ためには、そのパワーとしての暴力を手に入れる
ことが何よりもの虐待からの克服の近道であると
直観するのかもしれない。それが、親や家族、動
物への暴力、あるいは後の配偶者への暴力に移行
していくと考えることもできる。虐待においては、
「被害と加害の逆転現象」が生じることも多いが、
ここではそれが暴力によって簡単に立場を逆転さ
せ、虐待の被害者から加害者へと立場の転換が図
られるのである。
③　家族員の多問題をはらんだ家庭状況
配偶者虐待のある家庭内には、上記のように児
童虐待や家庭内暴力などの問題だけではなく、多
くの問題が見受けられる。貧困など経済的困窮が
あったり（事例 12、18、20）、3世代同居家族にま
つわる複雑な人間関係のもつれがあったり（事例
5）、情緒不安定やストレスを抱え、家出などの非
行や不登校といった子どもについての問題が存在
する場合もある（事例 3、7、10）。
いずれにせよ、虐待という問題が単独で生起す
るのではなく、さまざまな問題を背景としながら
それが絡み合って、さらに多くの問題へと広がり
膨らんでいくと考えられる。
④　距離のある家族関係
被害者と加害者の関係については、上記「パー
トナーとの関係の特徴」で述べたが、それ以外の
家族関係の特徴として取り上げられるのは、どこ
か距離のある家族関係もしくは親族関係であると
いうことである。
例えば、被害者と子どもの親子関係では意思疎
通が十分ではなく、子どもの側は時には反発や被
害者と距離を置こうとしているところが見られる
（事例 7、11、18、19）。被害者も子どもの心情を
十分に配慮したり理解をしていない事例もあった
（事例 11、13、23）。また、家族員が被害者の立場
に立つのではなく加害者側について、被害者の秘
密を加害者に漏らしたり（事例 13）、配偶者虐待の
事実を他言しないようにと被害者に否認を強要し
たりするなど、家族間での意思統一が図れない場

合もあった（事例 11、19）。被害者の実家やきょう
だい、親族との関係も希薄で、交流が乏しかった
り、関係がこじれている事例も見受けられた（事
例 7、8、18、19、20、22）。
これらの距離のある関係となってしまう背景に
は、被害者と親密になることで加害者からの攻撃
の対象にされてしまうという危機感があるのかも
しれない。あるいは、家族全体に暴力というコミュ
ニケーション手段はあっても、言葉や対話といっ
た通常のコミュニケーションが不十分で、家族間
の意思疎通がうまく図れないためにそこに距離が
生まれるのかもしれない。
（5）関係機関との特徴
関係機関との特徴として 4個の要因を分析した
ところ、図 8のようにそれぞれの要因が他の要因
と関係していた。
①　支援における利用者と支援機関のズレ
被害者は加害者からの暴力から逃げ出し、避難
先や入所施設の提供を求めて支援機関を訪れる
が、適切な場所や情報といった資源がすぐに見つ
かるとも限らない。母子生活支援施設等への入所
ができると思い込んで避難してきたものの、その
見込みが低いことを知って、かなり苛立ちや不満
を示した被害者もいた（事例 1、17）。また、一時
保護所には入所できても、それは一時的なもので
しかなく、その後の生活の目途が立たないことが
予想されるため、一時保護所の入所を断念した被
害者もいた（事例 21）。それ以外にも、生活保護を
申請するが認められなかったり（事例 19）、トラウ
マからの心理的な回復を行わなければならないが
その治療施設がなかったり（事例 22）、被害者本
人はもとよりその家族の支援までには及ばなかっ
たり（事例 11）、期待する支援と現実にできる支援
とに大きくズレが見られることが多い。さらには、
資源の不足などもあって具体的な支援の方法が見

図 8　関係機関との特徴
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つからず、被害者は今置かれている状況から前に
踏み出すことに躊躇したり、支援機関の担当者も
行き詰まり感を抱いてしまい、ますます双方のズ
レが大きくなってしまう事例があった（事例 7、9、
16、17）。
このズレが生じてしまう要因には、担当者の支
援スキルの乏しさも指摘でき、利用者の感情に捲
き込まれて適切な対応ができなかったり、支援者
自身が徒労感を抱いてしまい、粘り強い対応には
ならなくなることもあった（事例 13、16、23）。
②　機関同士の連携の不十分さ
配偶者虐待への支援は、一つの機関であらゆる
ものが提供できたり完結できるものではない。そ
のため、配偶者暴力相談センターなどの支援機関
は警察や医療機関、児童福祉機関、福祉事務所、裁
判所等と密に連携を取る必要があり、それが不十
分となってしまうと連携が途絶え虐待の深刻化を
招いてしまう。事例においては、配偶者暴力相談
センターとの連携（事例 2）や警察との連携（事例
6）、病院との連携（事例 9）にやや問題が感じられ
るものがあった。
また、実際の連携のあり方においては、機関を
またがる場合に支援のつながりや一貫性が保てな
いばかりに利用者の不信感や戸惑いを招いたりも
する（事例 8、9、10）。中でも、虐待の被害を何度
も相談窓口で話さなければならない辛さを被害者
は抱えており（事例 22）、そのことを支援者は理解
しておくべきである。連携が十分に取れ、情報の
伝達や共有が関係機関側で図られると、利用者へ
の負担も減ることは事実である。
さらに、虐待事例においては、急激な事態の悪
化を招いたり、刻一刻と状況が変わることもしば
しばあり、関係機関同士がその緊急時に対応する
システムの構築が必要である。それぞれの機関が
リスクアセスメントを行って連携をしていくこと
が何より必要で、その問題点が指摘される事例も
あった（事例 10）。
③　DVの発見の遅れとアセスメントの不十分さ
支援機関による虐待の発見が遅れてしまうこと
は虐待の深刻化を防止する上での大きな致命傷と
なる。虐待が見逃されてしまうと、必要な支援が届
かないのは言うまでもないことであるが、虐待を

発見していてもその事態を軽視してしまうと、虐
待の深刻化を招いてしまう。それを防止するため
には、まず何よりも情報の収集を行い、状況を的
確につかむことが大切であるが、事例の中にはそ
れが不十分なものもあった（事例 2、4、13、22）。
次に、暴力等のリスクアセスメントが適切でな
かったり、一回限りのアセスメントしか行わず、ア
フターフォローがなされなかったために事態の深
刻化を見落としてしまうこともあった（事例 8）。
その際、被害者らを含めた当事者の知的な能力、性
格、生活状況等の総合的な判断がなされなくては
適切で具体的な支援が提供できないことは言うに
及ばない。事例の中には、被害者本人の知的な能
力をしっかり吟味せずに単身生活は可能と判断し
たことが事態の悪化の一因となったものもあった
（事例 8）。
④　関係の築きにくさ
被害者は加害者との関係について揺れ動いてい
るためか、自ら求めに行った関係機関からの支援
に抵抗感を抱く場合がある。具体的には、支援者
の助言等を素直に受けとめなかったり、自分勝手
に支援者との関係を打ち切ったり、約束を反故に
してしまう（事例 3、8、12、16、22）。また、電話
での間接的で手軽な支援は求めるものの、来所す
るなどの行動にはなかなか結び付かず、支援者側
も被害者との関係の築きにくさを感じていた（事
例 23）。そうかと言えば、被害者の攻撃的な感情や
パワーに圧倒され、支援者がどのように関係を取
るべきかに困惑されることもあった（事例 13、14、
23）。
以上のように、支援者が虐待の被害者と安定し
た関係を築いていくことはなかなか容易なことで
はない。被害者の中には常に身の危険を感じる不
安感や恐怖心がつきまとい、心より安心感、安全
感を感じられる状況や時が来るまで、周囲に警戒
をするのはいわば当然かもしれない。しかし、そ
こに支援者との信頼関係が築けることができたな
ら、被害者が虐待からの回復の大きなきっかけに
なるであろうし、それを土台として支援が現実の
ものとなるはずである。
（6）深刻化を低下させるもの
虐待の深刻化を低下させるものとして 6個の要
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因を分析したところ、図 9のような構造化があっ
た。
①　ネットワーク機能のある切れ目のない支援
関係機関がネットワーク機能を発揮した連携が
できていることが支援をする上では何より大切で
ある。具体的な連携機関としては、警察、児童相
談所、学校、病院、民間シェルターもしくはカウ
ンセリング機関などがあった。そして、機関同士
がカンファレンスなどを通じて意思疎通を図り、
時にはネットワークを広げて臨機応変に対応した
り、配慮の行き届いた関わりをしていくことが深
刻化を低減させる（事例 12、16、20、22）。このよ
うな関係機関の連携の上になされた切れ目のない
支援がなされると、関係機関の支援が終了した後
でもどこからともなく利用者から近況等の連絡が
入り、自然にフォローアップがなされ効果的な支
援が継続される。
②　家族の理解と協力とキーパーソンの存在
被害者にとって、一番身近な支援者は家族であ
る。その家族の理解や協力が得られることは何よ
りもの力となる。
事例の中でもっとも多かったのは、実の父親や
母親が被害者の理解者や協力者となっていること
で、被害者に親身になって、被害者の代わりに警察
に出向いて被害届を出したり、連帯保証人になっ
たり、子どもの養育を引き受けるなどの支援をし
ていた（事例 6、8、14、15、17、18、20）。次に多
かったのは、被害者の子どもの理解や協力であっ
た。未成熟子の存在は、すでに述べたように被害
者にとっては虐待を深刻化させる要因にもなった
が、逆に子どもの年齢が大きくなったり判断能力
がつく段階になると、子どもの存在が虐待の深刻
化を低下させる要因にもなる（事例 10、11、21）。

中には、子どもが未成熟子であったとしても、そ
の子が生まれた喜びが被害者を虐待の苦痛から回
避させた事例もあった（事例 23）。上記の親や子ど
も以外には、親族や友人の理解や協力があること
も深刻化の低下には大きく、一時的な避難場所を
提供してくれたり、自立への資金を貸してくれる
などが具体例としてあった（事例 8、10、18）。
③　加害者の深い内省と加害者への支援
加害者が暴力を振るったことを率直に認め、被
害者に反省して謝罪をすることも深刻化を防止す
る一つの要因になる（事例 15）。現在の配偶者虐
待への支援の方法は、被害者の支援にとどまらず、
加害者にもその改善に向けたプログラムを受講さ
せたり、関係機関がそのような情報を積極的に提
供するなどの支援を行っている。そうすることに
より、暴力を用いない適切なコミュニケーション
の方法を習得できたり、過去の自分の生活歴にお
ける未整理な感情や葛藤の処理の方法を見直した
りする。アメリカのカリフォルニア州においては、
配偶者虐待で逮捕された者は更正プログラムへの
参加義務が裁判所から課せられることになってい
る。わが国ではそのような制度はまだ構築できて
いないものの、民間グループがそれらを積極的に
導入して実施していく動きになってきている。
④　避難先での安全感の確認
被害者が加害者の被害から逃れるためには、ま
ず加害者のもとから離れることが先決である。し
かし、さまざまな事情からそれができなかったり
躊躇をしてしまうと、被害はますます深刻化して
しまう。その意味では避難先があるかどうかは重
大な要素になる。危機的状況から逃れるため、被
害者が実家や子ども宅、親戚宅、友人宅、一時保
護所、シェルター、警察、婦人相談所等の避難先
（事例 6、8、11、12、13、17、19、21、22）を早期
に見いだし、そこで身の安全を感じ取れることが
次の一手を考える前提条件にもなる。
支援者側に目を移すと、被害者が避難先として
利用しやすく、しかもそこで被害者が安全感を少
しでも多く感じてもらえるようにするためにはど
うあればいいのかを具体的に考えていくことが大
切である。いわゆる現代の“駆け込み寺”として、ど
のような要件や条件が備わっていなければならな図 9　深刻化低下の特徴
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いかをもっと考えていかねばならないであろう。
⑤　適切な情報提供と本人の主体性のある決断
被害者が自己の置かれた事態を客観的に眺めた
り、具体的な先の展望を切り開いていくためには、
適切な情報提供がなされることが必要である。特
に、被害者は混乱した状況の中にいるため、現時点
では何ができて何ができないのかを冷静に把握す
ることは難しい。また、「被害者の特徴」で述べた
ように、ときには自分が被害者であるとの認識を
持てなかったり、そもそも配偶者虐待についての
知識や概念もよく知らないという場合もある。そ
んなときに、民間シェルターに置いてあったDV関
連の本を読んで参考になったという被害者もあっ
た（事例 21）。また、裁判所への保護命令のことも
まったく知らなかったが、その手続の仕方を担当
者に一つ一つ教えてもらいながら前に進んでいっ
た被害者もいた（事例 8）。
このように見ると、知識や情報が限られている
ばかりに閉鎖的な思考に陥り、現実的に前向きに
動き出せないが、適切な情報提供がなされ、さまざ
まな方法が選択肢として広がっていることがわか
ると被害者の動きが変わることも少なくない。あ
る意味では、この情報提供は被害者にとってはエ
ンパワーメントの一つとなる。
情報提供には、上記のほかに、就労や資格に関
すること（事例 17、18、19）、障害者制度に関する
こと（事例 17、19）などがあり、実際に母子生活
支援施設を見学に行き、視覚的な情報を得て入所
を決めた事例もあった（事例 12）。
ただ、情報提供をされてもそれを選択するのは
被害者自身であり、本人の主体性や決断がなけれ
ば、その情報が十分に活用されたとは言えない。つ
まり、情報提供と同時に被害者自身の決断がなく
てはならないのである。
具体的には、加害者のいる家を出ることに決め
た（事例 7、8、13）、一時保護所や施設への入所を
考えた（事例 11、14、21）、加害者と離婚しようと
決めた（事例 6、15）、警察に届け出ることにした
（事例 12、15）などさまざまである。
しかし、この主体性のある決断に至るまでには
さまざまな難関を乗り越えなくてはならない。上
述してきたように、被害者は加害者との依存関係

に縛られ、見通しが立たずに優柔不断となってい
るのかもしれない。このような被害者に支援者は
じれったさを感じ、被害者に選択を迫る対応をし
てしまいがちであるが、あくまで本人のニーズに
合った主体的な決断を促すように援助していくこ
とが重要である。そうでなければ、求めているこ
とが相互に違っていることに後で気づかされ、「関
係機関との特徴」で指摘した『支援における利用
者と支援機関のズレ』を生じさせてしまう。
⑥　被害者へのかかわりの工夫
配偶者虐待に関する相談は、当事者との関わり
の難しさを初めとして、他の相談にはない特殊性
や困難性が見受けられる。そのために、被害者の
心理や特性をよく理解した上での関わりが何より
求められる。例えば、これまで支配と服従の関係
の中で生きてきた被害者で、暴力によるトラウマ
を経験してきた人も多いがゆえ、あまりこちらが
侵入的にならない面接を心掛けたり（事例 9）、か
といって専門家は被害者と近くなりすぎず、かつ
離れすぎずの距離感を保ちながら、粘り強い関わ
りをすることが求められる（事例 22）。また、被害
者を保護するためには、一時保護所への携帯電話
の持ち込みの禁止や加害者へ連絡の禁止といった
行動制限や枠組みをしっかり設けることも必要で
ある（事例 14）。
このようなケースに応じた工夫や関わりによっ
て、専門家は被害者等の信頼を得ることにつなが
り、虐待防止につながるのである。
以上の深刻化を低下させる要因をまとめると、
大きくは関係機関がネットワーク機能を持ち、切
れ目のない連続した支援をしていくことであり、
かつ、被害者にとっては家族の理解と協力が得ら
れ、本人はもちろんのこと、関係機関と家族がつ
ながっていくことが重要である。そのつながりの
あり方には、被害者の安全感をまず優先させる避
難先の確保であるとか、自らが主体的になって決
断できるための適切な情報提供が求められる。さ
らには、配偶者虐待の中に置かれている被害者及
び加害者の心情や傾向を理解し、その中での問題
の改善や健康な部分の促進を目指していくことが
必要なのである。
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5　まとめと今後の課題
本研究の目的は、配偶者虐待が深刻化していく
要因を抽出し、要因間の分析を通じながら、そのメ
カニズムを解明することであった。これまでの配
偶者虐待についての研究には、主にアンケート調
査などを実施した量的研究が中心であり、中には
事例研究などの質的研究も見られるが、「事例のメ
タ分析」という質的研究法を用いた研究はなかっ
た。本研究では、これまでの量的研究では数量化
しにくかったところや当事者の心理的な領域につ
いて分析や理解を図ることができたのが大きな成
果と言えるかもしれない。
また、事例のメタ分析によってカテゴリー化さ
れた要因を分析した結果、配偶者虐待が深刻化す
る要因は「パートナー関係」、「加害者」、「被害者」、
「家族関係」、「関係機関」の 5領域にそれぞれ特徴
が見られた。これらの結果は、従前の配偶者虐待の
既存研究を裏付けるものにもなったと言えるし、
これまであまり指摘されていなかった新たな虐待
の深刻化の要因の発見につながった。特に、虐待
を深刻化させないためには加害者や被害者がどう
なればいいのか、彼らを支援する関係機関や支援
者はどのようなことに留意すべきかについて言及
できたことは、本研究のもう一つの成果であった
と言える。
今回、虐待が深刻化する要因を抽出することに
なったが、それらは虐待のリスク・アセスメント
の指標にも有用であると考えられる。つまり、虐
待の深刻化の要因は、それを裏返せば虐待の深刻
化を低下させる要因とも言え、深刻化の要因に該
当する箇所が多いほど、深刻化の程度が重くなり、
その箇所が少なくなると深刻化は低下している判
断にもつながる。ただ、これらのカテゴリーをリス
ク・アセスメントの指標にするためには、虐待の
深刻化の尺度、カテゴリーの数量化、カテゴリー
間の相関などを図る必要があることは言うに及ば
ない。
付記
本研究は、2008 年度花園大学研究助成によりな

されたものである。
注
注）石川幹人のメタ分析に関する説明 http://www.kisc.meiji.

ac.jp/^metapsi/psi2-9.htm（2005 年 6 月）を引用した。
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夫
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で
、
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日
本
人
。
妻
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結
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夫
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を
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（
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歳
）
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て
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国
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く
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り
、
困
窮
し
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時
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護
さ
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る
。
母
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設
に
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望
し
て
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機
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棄
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。
夫
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
年
に
数
回
息
子
に
会
い
に
く
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、
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め
ら
れ

る
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怖
が
あ
り
、
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緒
不
安
定
と
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っ
て
い
る
。

身
体
的
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待

経
済
的
虐
待

2
夫
は
何
か
の
は
ず
み
で
ス
イ
ッ
チ
が
入
る
と
カ
ッ
と
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
性
格
で
、
言
葉
と
身
体
の
暴
力
が
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り
、
妻
の
首
を
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と
も
あ
っ
た
。
そ
ん
な
夫
に
対
し
て
、

妻
は
機
嫌
を
と
っ
た
り
、
そ
の
場
し
の
ぎ
の
謝
罪
の
態
度
で
こ
れ
ま
で
関
係
を
維
持
し
て
き
た
。
ま
た
、
お
互
い
に
離
婚
の
合
意
は
で
き
た
も
の
の
、
妻
は
行
き
先
に
困
り
同
居
を

続
け
て
い
た
矢
先
に
、
夫
か
ら
追
い
出
さ
れ
た
。
妻
は
そ
れ
を
契
機
に
、
警
察
官
に
相
談
し
、
保
護
命
令
も
出
さ
れ
た
。

身
体
的
虐
待

心
理
的
虐
待

3

妻
は
高
1
か
ら
夫
と
交
際
し
、
交
際
中
に
も
別
れ
話
か
ら
の
暴
力
が
あ
っ
た
。
3
児
を
も
う
け
る
が
、
末
っ
子
は
脳
性
麻
痺
に
よ
る
四
肢
麻
痺
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
か
ら
離
婚
話

が
何
度
か
持
ち
上
が
り
、
そ
の
度
に
夫
は
身
体
的
暴
力
を
加
え
、
妻
は
一
日
家
出
を
し
た
り
、
子
ど
も
を
連
れ
て
親
族
宅
に
避
難
し
て
い
た
。
1
年
前
に
は
有
料
シ
ェ
ル
タ
ー
に
入

り
保
護
命
令
も
出
さ
れ
た
が
、
そ
の
直
後
に
妻
は
夫
の
も
と
に
戻
り
、
保
護
命
令
も
取
り
消
し
た
。
そ
の
後
4
回
も
の
一
時
保
護
相
談
を
し
、
い
ず
れ
も
1
日
だ
け
一
時
保
護
さ
れ

る
こ
と
を
繰
り
返
し
、
最
終
的
に
は
生
活
保
護
を
受
け
な
が
ら
の
住
宅
で
の
生
活
が
決
ま
っ
た
。
し
か
し
、
4
か
月
後
に
子
ど
も
と
も
ど
も
行
方
不
明
に
な
り
、
現
在
も
所
在
が
わ

か
ら
な
い
。
夫
は
樹
海
に
入
っ
て
死
ぬ
と
自
殺
予
告
を
し
、
警
察
に
保
護
さ
れ
る
な
ど
の
行
動
が
見
ら
れ
た
。

身
体
的
虐
待

4

夫
と
妻
に
は
4人
の
子
ど
も
が
い
る
が
、3
人
が
知
的
障
害
で
療
育
手
帳

A
も
し
く
は

B
2を
持
っ
て
い
る
。妻
が
3番
目
の
子
を
妊
娠
中
か
ら
夫
の
暴
力
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。

離
婚
を
す
る
が
、約
2
年
後
に
夫
は
妻
宅
に
「
次
の
仕
事
が
決
ま
る
ま
で
一
時
的
に
住
ま
せ
て
ほ
し
い
」
と
転
が
り
込
み
、以
後
、妻
の
生
活
保
護
費
を
パ
チ
ン
コ
代
や
携
帯
代
に
使
っ

た
り
経
済
的
搾
取
を
す
る
。
ま
た
、
家
族
に
当
た
り
散
ら
し
、
妻
宅
を
追
い
出
さ
れ
た
ら
「
殺
す
」
と
脅
す
心
理
的
虐
待
も
見
ら
れ
た
。
妻
は
公
的
機
関
の
職
員
の
後
ろ
盾
を
得
て
、

夫
を
家
か
ら
追
い
出
し
、
関
係
機
関
の
援
助
で
一
時
保
護
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
か
ら
の
別
件
で
の
関
係
機
関
と
の
つ
な
が
り
が
あ
っ
て
の
適
切
な
介
入
が
で
き
た
。

身
体
的
虐
待

心
理
的
虐
待

経
済
的
虐
待

5

夫
は
62
歳
で
会
社
を
定
年
退
職
し
、妻
は
53
歳
で
あ
る
。見
合
い
結
婚
を
し
た
が
、直
後
か
ら
も
の
を
投
げ
た
り
、蹴
っ
た
り
、馬
乗
り
に
な
っ
て
叩
く
と
い
う
身
体
的
暴
力
が
あ
っ

た
。
そ
ん
な
夫
は
母
親
と
心
理
的
な
密
着
が
あ
り
、
依
存
的
関
係
が
続
き
、
妻
は
そ
れ
へ
の
嫌
悪
か
ら
一
時
実
家
に
帰
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
妻
は
夫
の
暴
言
に
た
ま
り
か
ね
、

自
殺
未
遂
も
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
夫
は
定
年
後
、
警
備
会
社
で
雇
用
さ
れ
る
が
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
で
治
療
入
院
を
し
た
り
、
自
宅
で
暴
れ
て
11
0
番
通
報
と
な
り
、
措
置
入

院
と
な
っ
た
。

身
体
的
虐
待

心
理
的
虐
待

6
夫
は
妻
よ
り
も
6
歳
年
下
で
、
離
婚
歴
も
あ
り
、
前
妻
に
も

D
V
で
調
停
離
婚
を
し
て
い
る
な
ど
、
ま
た
、
子
ど
も
が
な
つ
か
な
い
こ
と
か
ら
逆
上
す
る
な
ど
、
夫
の
未
熟
性
、

感
情
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
不
足
、
社
会
性
の
な
さ
な
ど
が
見
ら
れ
る
。
妻
も
「
反
省
し
た
ら
帰
宅
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
姉
さ
ん
女
房
の
よ
う
な
関
わ
り
を
夫
に
し
て
き
た
。
妻
は
実

家
に
避
難
し
た
が
、
夫
は
妻
の
父
親
へ
の
憎
し
み
も
あ
り
、
攻
撃
対
象
を
妻
だ
け
で
は
な
く
、
妻
の
実
家
に
も
向
け
て
お
り
、
そ
れ
が
事
態
の
深
刻
化
を
招
い
て
い
る
。

身
体
的
虐
待

心
理
的
虐
待

7

仕
事
一
筋
の
夫
が
社
内
で
思
う
よ
う
な
地
位
に
つ
け
ず
に
ス
ト
レ
ス
を
た
め
、
単
身
赴
任
と
な
っ
た
が
、
そ
の
前
後
か
ら
妻
へ
の
暴
力
が
始
ま
っ
た
。
夫
の
ス
ト
レ
ス
や
不
満
を

家
庭
内
の
妻
に
八
つ
当
た
り
的
に
表
出
す
る

D
V
で
あ
る
。
妻
は
単
身
赴
任
か
ら
帰
宅
す
る
週
末
だ
け
を
我
慢
す
れ
ば
い
い
と
、
離
婚
後
の
生
活
水
準
の
低
下
を
心
配
し
、
離
婚
に

踏
み
切
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
長
女
（
中
学
生
）
が
パ
ニ
ッ
ク
に
な
っ
て
妻
に
当
た
る
、
妻
は
子
ど
も
に
振
り
回
さ
れ
る
、
夫
の
長
男
（
小
学
生
）
へ
の
や
り
す
ぎ
と
も
言
え
る

勉
強
の
強
要
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
、
夫
と
の
別
居
を
考
え
て
い
る
。

身
体
的
虐
待

心
理
的
虐
待

8

前
夫
は
死
亡
し
、
そ
の
間
の
子
ど
も
は
本
人
の
父
母
に
預
け
ら
れ
、
本
人
は
転
が
り
込
ん
で
き
た
内
夫
と
同
居
し
て
い
る
。
内
夫
は
本
人
の
生
活
保
護
費
を
当
て
に
し
て
働
か
ず
、

本
人
に
売
春
ま
で
さ
せ
て
い
た
。
内
夫
に
働
く
よ
う
に
注
意
す
る
と
、
本
人
に
暴
力
を
振
る
う
こ
と
が
続
い
た
。
そ
の
た
め
、
内
夫
の
も
と
か
ら
逃
げ
去
る
が
、
反
省
し
て
い
る
と

の
友
人
の
勧
め
も
あ
り
、
帰
宅
し
、
再
び
同
じ
よ
う
な
関
係
を
続
け
た
。
今
回
は
一
時
保
護
を
求
め
、
保
護
命
令
の
申
立
て
も
行
い
、
内
夫
と
の
絶
縁
を
決
意
す
る
が
、
内
夫
か
ら

の
電
話
に
出
た
り
、秘
か
に
会
っ
た
り
し
、最
終
的
に
は
一
時
保
護
中
の
施
設
か
ら
無
断
で
出
た
ま
ま
所
在
不
明
と
な
っ
た
。
本
人
に
は
て
ん
か
ん
と
知
的
障
害
の
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ

プ
が
あ
り
、「
寂
し
い
か
ら
会
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
よ
う
に
、
内
面
の
孤
独
感
や
喪
失
感
が
非
常
に
大
き
い
。

身
体
的
虐
待

9

結
婚
後
、
叩
く
、
首
を
絞
め
る
、
物
を
投
げ
る
な
ど
の
身
体
的
暴
力
が
あ
り
、
本
人
は

P
T

S
D
の
解
離
状
態
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
時
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
り
話

す
こ
と
に
精
神
的
疲
労
を
訴
え
、
状
況
を
思
い
出
せ
な
い
と
言
う
。
心
療
内
科
に
も
通
院
中
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
物
事
を
深
く
考
え
て
行
動
す
る
こ
と
は
し
に
く
く
、
と
り
あ
え

ず
の
目
先
の
問
題
解
決
を
優
先
し
た
り
、動
こ
う
と
し
て
も
周
囲
の
意
見
に
左
右
さ
れ
て
し
ま
い
、身
動
き
が
取
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
結
局
、夫
と
の
離
婚
等
に
決
断
が
で
き
ず
、

夫
の
も
と
に
戻
る
こ
と
に
な
っ
た
。

身
体
的
虐
待

心
理
的
虐
待
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10

夫
は
常
勤
で
経
済
的
に
も
し
っ
か
り
し
て
い
る
職
に
就
い
て
お
り
、長
女
（
別
居
）
と
二
女
（
大
学
生
）、
長
男
（
高
校
生
）
と
本
人
の
家
族
で
あ
る
。
結
婚
当
初
か
ら
暴
力
が
あ
り
、

長
男
に
対
し
て
も
身
体
的
虐
待
が
あ
る
。
本
人
は
精
神
科
通
院
中
で
、
一
旦
は
一
時
保
護
さ
れ
、
保
護
命
令
も
出
さ
れ
た
が
、
長
女
宅
に
い
る
と
こ
ろ
を
夫
に
強
引
に
連
れ
戻
さ
れ
、

こ
れ
ま
で
以
上
の
強
い
監
視
下
に
お
か
れ
、
身
動
き
が
取
れ
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
。
二
女
が
心
配
し
、
支
援
を
求
め
て
き
て
い
る
が
、
本
人
は
精
神
状
態
も
悪
く
、
自

ら
相
談
に
来
ら
れ
な
い
。

身
体
的
虐
待

心
理
的
虐
待

11

夫
は
結
婚
当
初
か
ら
口
答
え
を
す
る
と
本
人
に
暴
力
を
振
る
う
。
脳
梗
塞
で
倒
れ
、て
ん
か
ん
発
作
も
あ
る
夫
は
本
人
の
介
護
な
し
で
は
生
活
で
き
な
い
た
め
、生
活
保
護
を
受
給
。

ま
た
、
夫
は
長
男
（
中
3）
に
対
し
て
虐
待
が
あ
り
、
そ
れ
が
酷
く
な
っ
た
た
め
、
長
男
は
家
出
を
し
児
童
相
談
所
の
一
時
保
護
を
受
け
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
夫
（
父
）
の
身
体

的
虐
待
を
本
人
（
母
）
は
止
め
ら
れ
ず
、
ネ
グ
レ
ク
ト
状
態
に
さ
せ
て
い
た
事
例
と
も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
長
男
の
家
出
を
契
機
と
し
て
、
子
ど
も
を
連
れ
て
夫
の
も
と
を
出
て
、

避
難
生
活
を
始
め
る
。
し
か
し
、
長
男
が
地
元
に
無
断
で
戻
っ
て
し
ま
い
、
所
在
が
夫
の
知
れ
る
と
こ
ろ
と
な
る
。
そ
の
長
男
は
母
で
あ
る
本
人
に
激
し
い
怒
り
を
持
ち
、
暴
力
を

振
る
う
こ
と
も
あ
た
。
さ
ら
に
は
、
長
女
（
小
6）
は
夫
か
ら
の
暴
力
被
害
を
受
け
て
い
な
い
た
め
、
夫
と
の
生
活
を
希
望
す
る
な
ど
、
家
族
員
の
意
見
が
バ
ラ
バ
ラ
と
な
る
。
最

終
的
に
は
、
本
人
の
夫
か
ら
逃
げ
た
い
と
の
意
思
が
強
く
、
子
ど
も
の
説
得
を
し
て
、
母
と
子
ど
も
3
人
の
生
活
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

身
体
的
虐
待

12

本
人
が
風
俗
店
勤
務
を
し
て
い
た
時
に
夫
と
知
り
合
い
結
婚
し
た
。
長
女
（
4
歳
）、
二
女
（
2
歳
）
を
も
う
け
る
が
、
ト
ラ
ッ
ク
運
転
手
を
し
て
い
る
夫
は
、
寂
し
い
と
の
理
由

か
ら
本
人
と
子
ど
も
を
同
伴
し
、
ト
ラ
ッ
ク
移
動
を
す
る
生
活
を
1
年
2
か
月
し
た
こ
と
も
あ
る
。
夫
婦
関
係
に
お
い
て
は
、
年
に
数
回
の
暴
力
が
あ
り
、
セ
ッ
ク
ス
の
強
要
、
子

ど
も
の
目
の
前
で
の
性
行
為
な
ど
教
育
上
配
慮
さ
れ
て
い
な
い
場
面
も
多
々
見
ら
れ
、
生
活
面
で
も
ご
み
が
散
乱
し
食
事
の
世
話
も
き
ち
ん
と
で
き
て
い
な
い
な
ど
、
ネ
グ
レ
ク
ト

の
ケ
ー
ス
で
も
あ
る
。
本
人
は
両
親
と
早
く
に
死
別
し
、
お
じ
夫
婦
に
預
け
ら
れ
る
が
虐
待
を
受
け
て
育
つ
生
活
歴
を
有
し
て
お
り
、
段
取
り
が
で
き
な
い
、
約
束
を
守
れ
な
い
、

社
会
性
が
乏
し
い
な
ど
の
特
異
な
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
か
、
子
ど
も
の
養
育
も
不
十
分
で
、
子
ど
も
に
発
達
の
遅
れ
、
愛
着
障
害
の
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
る
。
夫

か
ら
の
暴
力
で
11
0
番
通
報
し
、
夫
は
警
察
に
逮
捕
さ
れ
た
が
、
釈
放
に
際
し
て
警
察
か
ら
助
言
に
よ
り
本
人
は
一
時
保
護
と
な
っ
た
。
関
係
機
関
の
取
組
も
あ
り
、
母
子
支
援
施

設
入
所
と
な
る
。

身
体
的
虐
待

性
的
虐
待

13

本
人
は
60
歳
代
で
、
飲
食
店
経
営
の
夫
と
次
女
と
暮
ら
す
。
若
い
頃
は
毎
日
の
よ
う
に
夫
は
暴
力
を
振
る
い
、
朝
ま
で
暴
力
が
続
く
こ
と
も
あ
っ
た
。
最
近
で
は
、
夫
は
精
神

安
定
剤
を
服
用
し
な
が
ら
飲
酒
を
す
る
た
め
、
尋
常
で
な
い
暴
力
と
な
り
、
本
人
は
長
女
の
子
（
小
1）
を
連
れ
て
家
を
飛
び
出
す
。
本
人
は
孫
と
2
人
で
ど
こ
か
遠
く
で
暮
ら
し

た
い
と
希
望
す
る
が
、長
女
ら
の
反
対
に
合
い
、ま
す
ま
す
孤
立
化
し
て
い
く
。
長
女
と
次
女
、三
女
の
話
し
合
い
も
う
ま
く
い
か
ず
、そ
れ
ぞ
れ
が
バ
ラ
バ
ラ
の
行
動
を
取
る
た
め
、

母
で
あ
る
本
人
へ
の
援
助
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
母
は
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
の
担
当
者
や
児
童
相
談
所
の

D
V
担
当
者
に
援
助
を
求
め
る
が
、
考
え
が
ま
と
ま
ら
ず
、
先
の
見
通
し
を

持
て
な
い
こ
と
も
あ
り
、
な
か
な
か
援
助
に
結
び
付
か
ず
、
関
係
機
関
へ
の
不
満
や
攻
撃
と
な
る
。

身
体
的
虐
待
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本
人
は
夫
と
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
の
た
め
に
偽
装
離
婚
を
し
た
と
述
べ
、
そ
の
後
も
同
居
し
て
い
た
。
本
人
は
「
子
ど
も
の
世
話
を
す
る
の
が
し
ん
ど
い
。
手
を
挙
げ
て
し
ま

い
そ
う
」と
施
設
入
所
を
希
望
し
、児
童
養
護
施
設
に
入
所
と
な
っ
た
。
そ
の
罪
障
感
も
あ
っ
て
か
、「
元
夫
に
知
れ
る
と
何
を
言
わ
れ
る
か
怖
い
」と

D
V
相
談
と
な
っ
た
。
し
か
し
、

一
時
保
護
2
日
後
に
は
元
夫
の
も
と
に
帰
宅
し
、
何
も
な
か
っ
た
の
ご
と
く
に
振
る
舞
う
。
そ
の
後
も
元
夫
の
暴
力
が
怖
い
と
一
時
保
護
を
何
度
も
求
め
、
警
察
に
被
害
届
も
出
し

た
際
に
は
生
活
保
護
を
申
請
し
住
居
が
定
ま
っ
た
。
し
か
し
、
罰
金
刑
を
確
定
し
、
拘
置
所
か
ら
出
て
き
た
元
夫
と
す
ぐ
に
再
会
し
、
半
同
棲
状
態
と
な
っ
て
復
縁
し
て
し
ま
う
。

た
だ
、
そ
の
後
の
生
活
に
お
い
て
も
、
元
夫
は
本
人
の
生
活
保
護
費
を
奪
っ
て
逃
げ
る
な
ど
、
不
安
定
な
関
係
を
続
け
て
い
る
。

身
体
的
虐
待

経
済
的
虐
待
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妊
娠
中
に
夫
か
ら
暴
力
を
振
る
わ
れ
、
再
度
繰
り
返
さ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
方
策
を
相
談
す
る
た
め
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
活
用
し
た
ケ
ー
ス
。
本
人
は
す
ぐ

に
避
難
す
る
こ
と
や
離
婚
す
る
こ
と
ま
で
は
決
断
で
き
な
い
も
の
の
、
将
来
へ
の
不
安
が
強
く
、
夫
に
対
し
て
、
加
害
者
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
な
ど
の
治
療
を
強
く
求

め
て
い
る
。
夫
の
方
も
暴
力
を
振
る
っ
た
こ
と
を
深
く
反
省
し
、
治
療
に
は
意
欲
的
で
あ
る
。
ま
た
、
本
人
は
、
今
後
暴
力
が
あ
る
と
犯
罪
と
し
て
届
出
、
離
婚
す
る
方
針
も
明
確

に
す
る
な
ど
、
夫
へ
の
明
確
な
意
思
表
示
を
示
し
て
い
る
。

身
体
的
虐
待

16

本
人
は
心
の
病
気
で
気
分
変
動
が
大
き
く
、
そ
の
こ
と
に
無
関
心
で
配
慮
の
な
い
夫
か
ら
、
清
掃
や
食
事
、
生
活
費
の
こ
と
で
不
満
を
抱
か
れ
、
暴
力
を
受
け
る
。
ま
た
、
セ
ッ

ク
ス
の
強
要
も
あ
り
、
避
妊
に
も
非
協
力
的
で
あ
る
。
夫
の
暴
力
的
な
言
動
を
学
習
し
て
い
る
子
ど
も
も
、
最
近
で
は
母
親
で
あ
る
本
人
に
わ
が
ま
ま
を
い
う
よ
う
に
な
り
、
本
人

は
そ
の
対
応
に
も
不
安
を
抱
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、

D
V
が
子
ど
も
の
目
の
前
で
行
わ
れ
る
と
い
う
ネ
グ
レ
ク
ト
に
移
行
し
、
暴
力
が
世
代
を
超
え
て
子
ど
も
に
学
習
さ
れ
、
妻
で

あ
り
母
親
で
あ
る
被
害
者
は
2
重
の
被
害
を
受
け
る
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
相
談
に
は
体
調
不
良
を
理
由
に
来
談
せ
ず
、
電
話
相
談
の
継
続
と
な
り
が
ち
で
、
相
手
か
ら
の
一
方

的
な
も
の
と
な
る
傾
向
が
強
い
。
具
体
的
な
支
援
の
方
法
が
見
つ
か
ら
ず
、
事
態
を
だ
計
で
き
ず
、
担
当
者
は
相
談
の
行
き
詰
ま
り
感
を
持
っ
て
い
る
。

身
体
的
虐
待

性
的
虐
待
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本
人
は
知
的
能
力
が
低
い
上
、
両
親
は
本
人
が
0
歳
時
に
離
婚
す
る
な
ど
し
て
い
る
た
め
、
内
面
に
淋
し
さ
や
孤
独
感
を
抱
え
、
対
人
関
係
面
で
も
す
ぐ
に
依
存
し
て
し
ま
う
傾

向
が
見
ら
れ
る
。
高
校
中
退
後
、
家
出
を
し
て
キ
ャ
バ
ク
ラ
で
就
労
し
、
ホ
ス
ト
を
し
て
い
る
前
夫
と
婚
姻
し
た
。
し
か
し
、
前
夫
の
浮
気
が
原
因
で
離
婚
し
、
本
人
は
す
ぐ
に
妻

子
の
あ
る
内
夫
と
同
居
し
た
。
同
居
ま
も
な
く
の
頃
か
ら
、
内
夫
に
よ
る
暴
力
を
受
け
、
肋
骨
骨
や
鼻
骨
の
骨
折
の
重
傷
を
負
う
。
内
夫
は
本
人
の
長
男
（
5
歳
）
に
対
し
て
も
押

し
入
れ
に
閉
じ
込
め
る
な
ど
の
虐
待
を
行
い
、
長
男
は
本
人
の
実
母
に
引
き
取
ら
れ
た
。
結
局
、
病
院
か
ら
の
通
報
で
本
人
は
一
時
保
護
と
な
る
が
、
本
人
は
知
的
な
問
題
か
ら
先

が
見
通
せ
な
い
、
対
人
関
係
が
円
滑
に
い
か
ず
攻
撃
的
に
な
る
な
ど
不
適
応
を
起
こ
し
、
や
む
な
く
退
所
と
な
り
親
戚
宅
に
身
を
寄
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

身
体
的
虐
待
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中
国
籍
の
本
人
は
前
夫
（
中
国
籍
）
と
の
間
に
長
男
を
も
う
け
て
い
る
。
そ
の
離
婚
前
か
ら
20
歳
年
上
の
加
害
者
（
日
本
国
籍
）
と
交
際
し
、
同
棲
の
末
婚
姻
し
た
。
本
人
と

夫
の
間
に
は
0
歳
の
重
度
の
障
害
を
持
つ
長
女
（
入
院
中
）
が
い
る
。
夫
は
真
面
目
に
働
か
ず
妻
へ
の
依
存
が
強
い
上
、
覚
醒
剤
使
用
が
あ
り
、
嫉
妬
妄
想
で
本
人
の
浮
気
を
疑
っ

た
り
す
る
。
平
手
で
何
度
も
本
人
を
殴
っ
た
り
、
鉄
の
棒
で
威
嚇
す
る
こ
と
も
あ
り
、
一
時
保
護
を
希
望
し
た
。
し
か
し
、
離
婚
を
す
る
と
帰
化
で
き
ず
、
日
本
で
の
生
活
水
準
を

希
望
し
て
い
る
本
人
に
は
不
都
合
で
あ
る
た
め
、
夫
に
ラ
ス
ト
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
よ
う
と
帰
宅
し
た
。
帰
化
に
協
力
す
る
こ
と
を
ち
ら
つ
か
せ
な
が
ら
妻
と
の
復
縁
を
求
め
る
加
害

者
は
経
済
的
虐
待
と
も
考
え
ら
れ
る
。

身
体
的
虐
待

経
済
的
虐
待
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婚
姻
し
、
長
男
を
出
生
し
た
頃
か
ら
夫
の
暴
力
が
始
ま
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
家
庭
環
境
の
た
め
に
、
本
人
は
以
前
か
ら
パ
ニ
ッ
ク
障
害
、
鬱
、
過
換
気
で
精
神
科
で
治
療
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
精
神
障
害
の
疾
病
を
有
し
て
お
り
、ス
ト
レ
ス
を
感
じ
や
す
く
、事
態
に
適
切
に
対
応
で
き
な
い
で
い
る
。
夫
は
生
活
費
を
入
れ
な
い
な
ど
の
経
済
的
虐
待
以
外
に
、

電
話
使
用
や
外
出
の
禁
止
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
し
た
り
、
身
の
危
険
を
感
じ
る
ほ
ど
の
暴
力
を
振
る
う
。
し
か
し
、
中
2
の
長
男
は
環
境
が
変
化
す
る
こ
と
、

D
V
が
外
に
知

れ
る
こ
と
へ
の
不
安
か
ら
、
母
で
あ
る
本
人
と
家
を
出
よ
う
と
せ
ず
、
本
人
の
帰
宅
を
説
得
し
た
り
、
本
人
が
悪
い
と
非
難
も
す
る
状
況
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
長
男
と
の
母
子
関

係
か
ら
、
本
人
は
自
分
だ
け
が
夫
の
も
と
か
ら
逃
避
し
た
り
離
婚
す
る
こ
と
へ
の
後
ろ
め
た
さ
を
感
じ
、
自
宅
の
様
子
を
見
に
帰
っ
た
り
、
夫
の
呼
び
出
し
の
電
話
に
応
じ
、
繰
り

返
し
暴
力
の
被
害
に
遭
っ
て
い
る
。
本
人
は
夫
か
ら
の
暴
力
、
逃
げ
ら
れ
な
さ
、
長
男
や
家
族
、
親
族
の
不
理
解
な
ど
で
ま
す
ま
す
孤
立
化
し
、
無
力
化
し
て
い
る
。

身
体
的
虐
待
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的
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加
害
者
で
あ
る
夫
は
自
己
中
心
的
な
性
格
で
、
誰
に
対
し
て
も
文
句
を
言
っ
た
り
、
家
庭
内
外
で
の
暴
力
事
件
が
多
い
。
震
災
後
に
経
営
不
振
と
な
り
、
飲
食
店
を
廃
業
す
る
が
、

そ
の
頃
か
ら
借
金
や
親
族
と
の
関
係
が
悪
化
し
て
い
く
。
本
人
は
長
女
（
小
5）
と
二
女
（
小
1）
を
連
れ
て
、
夫
の
暴
力
か
ら
逃
げ
、
実
家
に
戻
る
が
、
夫
か
ら
の
電
話
で
の
脅

迫
が
あ
り
、
夫
に
待
ち
伏
せ
さ
れ
強
引
に
子
ど
も
を
連
れ
戻
さ
れ
た
た
め
、
や
む
な
く
夫
の
も
と
に
戻
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
夫
か
ら
の
監
禁
、
暴
力
が
あ
り
、
夫
の

世
話
や
住
宅
や
食
費
の
負
担
を
強
い
ら
れ
、
性
的
な
強
要
も
見
ら
れ
た
。「
逃
げ
る
と
子
を
殺
す
」
と
い
う
子
ど
も
の
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
し
相
手
の
弱
み
に
つ
け
込
ん
だ
脅
迫

が
あ
り
、
本
人
は
そ
こ
か
ら
逃
げ
出
せ
ず
、
や
む
な
く
本
人
の
実
父
が
心
配
し
て
相
談
に
訪
れ
た
。

身
体
的
虐
待

経
済
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待
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夫
は
親
の
自
営
を
手
伝
い
、
一
時
期
は
会
社
に
就
職
し
た
が
、
精
神
的
不
調
（
過
呼
吸
等
）
と
な
っ
て
退
職
し
た
。
そ
の
後
は
就
職
活
動
を
す
る
意
欲
す
ら
見
せ
ず
、
自
宅
に
引

き
こ
も
り
、
妻
の
収
入
を
当
て
に
し
た
生
活
を
続
け
た
。
結
婚
当
初
か
ら
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で
夫
は
怒
り
暴
れ
、
妻
も
そ
れ
に
耐
え
ら
れ
ず
に
実
家
に
半
年
ほ
ど
戻
っ
た
こ
と
も

あ
っ
た
が
、
夫
の
反
省
、
子
の
状
況
な
ど
を
考
え
、
再
度
や
り
直
し
た
。
夫
は
自
己
中
心
的
で
、
何
か
に
つ
け
て
「
馬
鹿
に
す
る
の
か
」
と
劣
等
感
、
被
害
感
が
強
く
、
他
者
を
捲

き
込
み
、
自
分
の
支
配
下
に
置
こ
う
と
す
る
。
身
体
的
な
暴
力
は
な
い
も
の
の
、
相
手
を
心
理
的
に
威
圧
し
た
り
、「
精
神
薬
を
飲
ん
で
い
る
の
で
何
を
し
て
も
罪
に
な
ら
な
い
」「
お

前
ら
み
ん
な
殺
す
」
な
ど
と
脅
す
心
理
的
な
虐
待
が
見
ら
れ
た
。
妻
は
そ
れ
を
夫
の
愛
情
表
現
と
考
え
、
夫
の
言
う
こ
と
に
逆
ら
わ
な
い
よ
う
な
対
応
を
し
た
た
め
、
ま
す
ま
す
夫

の
依
存
性
を
増
長
さ
せ
る
結
果
と
な
っ
た
。
側
で
寝
ろ
、
髪
の
毛
を
染
め
る
な
、
歯
の
治
療
を
す
る
な
、
化
粧
を
す
る
な
、
テ
レ
ビ
を
見
る
な
等
の
行
動
制
限
が
著
し
く
な
り
、
妻

は
夫
の
も
と
を
離
れ
て
の
意
思
を
固
め
一
時
保
護
を
求
め
た
。
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
で
の
生
活
は
こ
れ
ま
で
の
緊
迫
し
た
夫
と
の
生
活
と
は
違
い
、
拘
束
の
な
い
自
由
な
生
活
で
あ
り
、

子
の
年
齢
（
長
男
は
成
人
で
独
立
、
二
男
は
高
校
生
、
三
男
は
中
卒
後
ア
ル
バ
イ
ト
）
も
大
き
い
こ
と
か
ら
、
ま
す
ま
す
夫
と
別
れ
る
決
心
を
固
め
た
。

心
理
的
虐
待

22

夫
は
大
手
建
設
会
社
の
管
理
職
で
あ
る
が
、
妻
や
子
は
犬
猫
と
同
じ
で
、
叩
い
て
教
え
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
と
体
罰
肯
定
の
価
値
観
を
持
っ
て
い
る
。「
俺
が
ル
ー
ル
」
と
家

族
員
を
人
間
扱
い
せ
ず
、事
あ
る
ご
と
に
「
寄
生
虫
」
な
ど
と
卑
下
し
た
言
動
を
取
る
。
そ
ん
な
夫
に
妻
は
我
慢
し
て
耐
え
る
し
か
な
い
と
忍
従
し
、暴
力
で
骨
折
、打
撲
、め
ま
い
、

不
眠
、
腰
痛
等
の
被
害
を
被
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
現
状
に
我
慢
し
な
く
て
い
い
と
い
う
方
法
を
知
る
こ
と
で
、
妻
は
支
援
機
関
を
頼
り
、
夫
の
も
と
か
ら
離
れ
、
保
護
命
令
を
受
け
、

新
た
な
人
生
を
歩
み
出
し
た
。
た
だ
、
過
去
の

D
V
へ
の
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
や
心
身
不
調
と
と
も
に
、
失
っ
た
時
間
や
被
害
に
対
す
る
怒
り
、
後
悔
、
自
己
嫌
悪
な
ど
の
感
情
が

大
き
く
、
逆
に
緊
張
感
か
ら
抜
け
出
し
た
現
状
に
空
虚
さ
さ
え
も
感
じ
る
よ
う
に
な
り
、
支
援
が
難
航
し
た
。

身
体
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本
人
は
幼
少
期
か
ら
親
に
ネ
グ
レ
ク
ト
さ
れ
た
り
、
父
親
の
母
親
に
対
す
る

D
V
を
見
せ
ら
れ
た
り
、
弟
妹
の
世
話
、
飲
食
店
で
の
稼
働
と
い
う
養
育
を
さ
れ
、
ア
ダ
ル
ト
チ
ル

ド
レ
ン
と
し
て
生
育
し
て
き
た
。
前
夫
と
の
間
に
長
女
、
長
男
を
も
う
け
る
が
、
前
夫
の

D
V
で
離
婚
し
、
経
済
的
困
窮
を
援
助
し
て
く
れ
る
現
在
の
夫
と
打
算
的
に
再
婚
し
た
。

夫
自
身
も
親
の
愛
情
に
恵
ま
れ
ず
に
生
育
し
、
粗
野
で
傍
若
無
人
な
性
格
で
あ
り
、
パ
チ
ン
コ
に
浪
費
し
た
り
、
妻
の
家
事
を
評
価
せ
ず
、「
俺
の
給
料
食
い
や
が
っ
て
」
等
と
心

理
的
な
虐
待
で
服
従
を
強
い
ろ
う
と
す
る
。
妻
は
夫
よ
り
も
子
ど
も
を
優
先
し
た
考
え
で
こ
れ
ま
で
暮
ら
し
て
き
た
が
、
そ
ん
な
子
ど
も
か
ら
も
評
価
さ
れ
ず
、
巣
立
っ
て
家
を
離

れ
て
い
く
わ
が
子
を
見
て
、「
夫
と
の
二
人
だ
け
の
生
活
」
と
な
る
こ
と
に
不
安
を
感
じ
た
。
た
だ
、
妻
は
夫
に
対
し
て
怒
り
を
抱
く
が
、
離
婚
を
し
て
自
分
で
や
っ
て
い
け
る
自

信
も
な
い
こ
と
か
ら
積
極
的
な
行
動
と
は
な
ら
ず
、
関
係
機
関
と
の
相
談
も
自
分
勝
手
な
ペ
ー
ス
と
な
り
が
ち
で
あ
る
。

身
体
的
虐
待

心
理
的
虐
待




